
近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）

日時：平成２５年 ７月１８（木）

１４：００～１６：００

場所：大阪合同庁舎第１号別館２Ｆ大会議室

議 事 次 第

Ⅰ．開 会

Ⅱ．挨 拶

Ⅲ．議 事

１．ブロック協議会の経緯と取り組み

２．公共工事の品質確保向上に向けた取り組み

(１)総合評価方式の導入・拡大と対策について

(２)総合評価方式等に関する市町村等への支援策について

(３)近畿地方整備局における工事の総合評価方式の取り組みについ

て

(４)低入札対策について

３．平成25年度公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置

４．その他

(１)平成24年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行

(２)建設コンサルタント業務等における品質確保の取り組みついて

Ⅳ．閉 会

【 配 布 資 料 】

○議事次第

○幹事会配席図、出欠票

○資料－１ ブロック協議会の経緯と取り組み

○資料－２ 公共工事の品質確保向上に向けた取り組み

○資料－３ 平成25年度公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置

○資料－４① 平成24年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行

○資料－４② 建設コンサルタント業務等における品質確保の取り組みについて

○（別紙１）入札契約制度調査結果資料（府県政令市）

○（別紙２）市町村向け 総合評価実施 参考事例（案）



１．ブロック協議会の経緯と取り組み

平成２５年７月１８日

国土交通省

近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）資料 資料－１

（１） ブロック協議会の設立趣旨
（２） これまでの経緯

（３） これまでの取り組み概要
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（１）ブロック協議会の設立趣旨

発注者協議会設置の背景

■平成１７年４月に「品確法」が制定。公共工事の品質確保は全ての発注者の責務に。

■しかし、地方公共団体において総合評価方式の普及が遅れていること等の課題が指摘され、公共工事の品質

確保に懸念。

■平成２０年度３月２８日の品確関係省庁連絡会議申し合わせ「公共工事の品質確保に関する当面の対策につい

て」においても、「上記に掲げた施策が効果的に機能するよう、国、特殊法人等及び地方公共団体の各発注者

間の連絡調整を図るため、地域ブロックごとに部局横断的 な発注者協議会を平成２０年度中に設置する。」と記

載されており、平成２０年１１月１３日に第１回発注者協議会を設置・開催に至った。

発注者協議会の役割

品質確保の促進に向けた情報交換・情報共有による連携強化
発注者間相互の連絡調整

近畿ブロックにおける

公共工事の

品質確保の促進

近畿ブロック発注者協議会

国 特殊法人等

地方公共団体等

<連携強化・連絡調整>

近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）
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協議会の参加機関（協議会・幹事会で構成）

■国の地方支分局 【 １４機関 】

■地方公共団体 【 ２４機関 】

■特殊法人等の支社等 【 １７機関 】

各府県地域発注者協議会

連携

近畿管区警察局、近畿財務局、大阪国税局、近畿農政局、近畿中国森林管理局、近畿経済産業局、近畿地方環境事務所、

近畿中部防衛局、大阪高等裁判所、近畿運輸局、大阪航空局、第五管区海上保安本部、第八管区海上保安本部、近畿地方整備局

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市、

※各府県代表市町村（福井市、池田町、近江八幡市、愛荘町、向日市、井手町、摂津市、千早赤阪村、多可町、御所市、斑鳩町、

岩出市、上富田町） ※平成２５年５月末時点で、各府県市町村会長自治体による構成

西日本高速道路(株)関西支社、本州四国連絡高速道路(株)、阪神高速道路(株)、新関西国際空港(株)、 (独)京都国立博物館、

(独)奈良国立博物館、(独)京都国立近代美術館、(独)国立国際美術館、(独)奈良文化財研究所、

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部大阪支社、 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構国鉄清算事業西日本支社、

(独)都市再生機構西日本支社、(独)日本原子力研究開発機構関西光科学研究所、 (独)日本原子力研究開発機構敦賀本部、

(独)日本万国博覧会記念機構、(独)水資源機構関西支社、日本下水道事業団近畿・中国総合事務所

全 ５５機関

（１）ブロック協議会の設立趣旨 近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）



3

協議会の構成

近畿ブロック発注者協議会

各府県ブロック協議会

連携

全 ５５機関

幹事会

・すべての市町村（近畿ブロックで２１５市町村）が参加することが条件

・福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の７ブロックで構成

・新たに協議会を設置あるいは既存の協議会等を活用するなど各ブロック独自で設置

・品質確保に関する情報共有及び総合評価方式の導入など年度ごとの目標を設定

（１）ブロック協議会の設立趣旨 近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）
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■ブロック協議会の経緯

（１）ブロック協議会の設立趣旨 近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）

第１回協議会 H20.11.13

第１回幹事会 H21.2.13

第２回幹事会 H21.6.8

第２回協議会 H21.7.15

第３回幹事会 H22.2.8

第４回幹事会 H22.6.4

第３回協議会 H22.7.9

第５回幹事会 H23.2.2

第６回幹事会 H23.7.6

第４回協議会 H23.8.29

第７回幹事会 H24.5.15

第５回協議会 H24.9.7

第８回幹事会 H25.7.18

各府県ブロック協議会順次開催

◆公共工事の品質確保・向上に向けた取組み
　低入札対策状況報告、事例集作成、講習会等の開催の提案
◆近畿地方整備局における取組みについて
　総合評価落札方式の採否の通知・問合せ状況、市場化テストの導入等

◆国及び自治体が連携して取り組んでいる地域活性化に係る緊急対策の状況、平成２１年度の予定及び公共工事の品質確保向上について
議論
◆前回幹事会で設置開催となっていた各府県ブロック協議会での状況報告

◆地域活性化に係る緊急対策に対する取組み方針について
◆総合評価方式の導入・拡大について
◆品質確保に関する取組みの情報共有・促進について

◆各府県ブロック協議会の取組み状況と今後の予定
◆近畿管内における競争参加資格及び総合評価方式の適用タイプ。評価項目一覧の共有
◆総合評価導入状況の結果等

◆各機関における総合評価導入及び実施状況及び入札契約制度の実施状況
◆府県政令市より総合評価を主体とした技術力維持の工夫と取組み事例の報告
◆工事の円滑化に向けた取組みについて
◆近畿地方整備局における平成２２年度の取組み紹介

◆市町村向け総合評価実施参考事例（案）
◆低入札調査基準価格の見直し
◆公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置　他

◆本協議会の設置について
◆近畿管内の公共投資額の状況・低入札防止対策について
◆近畿地方整備局及び各自治体における総合評価の取組み状況

◆２次補正に伴う地域活性化に係る各機関での緊急対策の取組み（早期発注の取組み）
◆自治体総合評価方式の導入状況
◆直轄工事における総合評価方式の実施状況

◆総合評価方式導入・拡大対策
　事例集作成、講習会等の開催の提案
◆公共工事の品質確保向上に向けた取組み

◆総合評価方式の導入・拡大と対策、低入札対策
◆建設産業の再生と発展のための方策2011とその対応
◆業務における総合評価方式について

◆事例集（素案）の見直し
◆業務効率化の推進
◆総合評価導入拡大への取組み他

◆総合評価方式の導入・拡大、低入札対策、府県ブロック協議会取り組み状況、業務効率化の推進
◆政令市・市町村対象総合評価方式に関するアンケート調査結果と支援策
◆近畿地方整備局における新たな総合評価方式の実施状況について　他

◆総合評価方式の導入・拡大、低入札対策
◆府県ブロック協議会取り組み状況、業務効率化の推進
◆近畿地方整備局における新たな総合評価方式の実施状況について　他

◆品質確保に関する情報共有及び総合評価方式の導入など年度ごとの目標を設定
　・各府県ブロック協議会開催結果→【福井県：H21.6.26、滋賀県：H21.6.24、京都府：H21.9.15、大阪府：H21.7.15、兵庫県：H21.7.24、奈良県：H21.3.18、和歌山県：H21.6.5】
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１．一般競争入札の拡大
公共工事の入札及び契約に関して不正を排除し、手続きの透明性・客観性、競争性の向上

を図る。（地方自治法令上一般競争入札が原則）

２．総合評価方式の導入・拡大及び運用の改善
公共工事の品質は、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質

が総合的に優れた内容の契約によって確保されなければならない。（品確法）
○受発注者双方の事務負担の軽減のため、段階審査による落札者決定方式を活用

３．ダンピング受注の防止の徹底等
ダンピング受注においては、つぎの弊害が想定されることから排除を徹底すること。

いわゆるダンピング受注は、工事の手抜き、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全 対策の不徹底等、公共工事の品
質確保に支障が生じかねない。
公正な取引秩序を歪め、建設業の健全な発達を阻害するおそれがある。
施工監督の強化等行政コストの増大を招く。

○調査基準価格の見直しや、価格による失格基準の積極的な導入・活用によるダンピング対策の強化

４．予定価格等の公表の適正化
地方自治体では、法令上の制約がないことから事前公表が可能であるが、次のような弊害が

想定されるため事前公表の取りやめ等の対応を行うこと。
事前公表の価格が目安となって適正な競争が行われにくくなる。
建設業者の見積もり努力を損なわせる
談合が一層容易に行われる可能性がある。

○調査基準価格及び最低制限価格は、くじ引きによる落札の増加等の弊害が生じうるため、契約締結後に公表
○予定価格についても、同様の弊害が生じかねないことから契約締結後に公表。なお、地方公共団体は、弊害が生じること
がないよう事前公表の取りやめ等適切に対応。

※下線は「適正化指針」改正（平成２３年８月９日閣議決定）の主な
内容による

（２）これまでの経緯

公共工事の入札及び契約の適正化の推進について

（平成２０年３月３１日）総行行第３８号・国総入企第３５号による

近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）
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入札・契約適正化の基本原則の明示
①透明性の確保 ②公正な競争の促進 ③適正な施工の確保 ④不正行為の排除の徹底

(1)毎年度の発注見通しの公表
・発注工事名・時期等を公表（見通しが変更された場合も公表）

(2)入札・契約に係る情報の公表
・入札参加者の資格、入札者・入札金額、落札者・落札金額 等

(3)施工体制の適正化
・丸投げの全面的禁止

・受注者の現場施工体制（技術者の配置・下請の状況等）の報告

・発注者による現場の点検等

(4)不正行為に対する措置
・不正事実（談合等）の公正取引委員会、建設業許可行政庁への通知

全ての発注者に義務付ける事項 各発注者が取り組むべきガイドライン

(1)「適正化指針」 の閣議決定
・国土交通大臣、総務大臣、財務大臣が共同で案を作成

(2)主な内容
①第三者機関によるチェック

②苦情処理の方策

③入札・契約の方法の改善（一般競争・指名競争の適切な実施）

④工事の施工状況の評価

⑤その他
・不良不適格業者の排除
・ダンピングへの対応
・入札・契約のＩＴ化の推進 等

「適正化指針」のフォローアップ
・毎年度、取組み状況を把握し、公表
・特に必要のあるときは改善を要請

発注者は、指針に従い、入札・契約の適正化を推進

職員に対する教育

建設業者に対する指導 等

＜平成13年度の入札・契約から適用＞

国、特殊法人、地方公共団体等の発注者全体を通じて、入札・契約の適正化の促進により、公共工事
に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発達

目的

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

（２）これまでの経緯 近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）



7

施策

公共工事の品質確保の関する

基本理念および発注者の

責務の明確化

「価格競争」から
「価格と品質で総合的に
優れた調達」への転換

発注者をサポートする 仕
組みの明確化

・公共工事の品質は、価格及び品質
が総合的にすぐれた内容の契約がな
されることにより確保されなければなら
ないことを明記
・発注者の責務として発注関係の事務
を適切に実施し、必要な職員の配置に
努めることを規定

・工事の経験等、技術能力に関する
事項を審査
・民間へ技術提案を求めるように努
め、これを適切に審査・評価し、
価格と技術提案の内容を総合的に
評価

・外部支援の活用による発注
者支援

法律の施行後３年を経過した段階（１９年度末）で、施行状況等について検討を加え、所要の措置を講じる

施策 施策

〈法律の目的〉公共工事の品質確保

〈法律の背景〉

品質低下の懸念

厳しい財政状況

ダンピングの増加 発注者の能力差

不良・不適格業者の参入民間技術力の向上

欧米の先行事例 談合

独禁法改正

公共工事の品質確保の促進に関する法律

（２）これまでの経緯 近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）
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（１）国の調達
①平成２０年度以降の公共工事において、原則総合評価方式
を実施。

②平成２０年度早期に調査設計業務等においても総合評価方
式を本格導入。

（２）地方公共団体の調達
①品確法遵守が発注者の責務であることの周知徹底した上で、
以下の施策を推進。
・平成２０年度以降、国庫補助事業については、交付決定時
に品確法遵守についての条件を付すことを原則とする。
・毎年度の総合評価方式の実施目標とその達成状況の公表
の促進

②総合評価方式の導入・拡大に向け、地方公共団体向け総合
評価実施マニュアルの改定など、各種支援を実施。

１）国の調達
①政府調達協定対象工事は原則入札ボンドを導入。
②下位等級業者の上位等級工事への参入機会の順次拡大。
③適切に地域要件を設定。
④地域貢献の評価、地元業者を下請とする場合等のインセン
ティブの付与の検討を実施。

⑤専門工事部分の評価を行う総合評価方式を順次導入・拡大。
（２）地方公共団体の調達
①予定価格等の事後公表への移行を促進。予定価格等の事前
公表を行う場合にはその理由の公表を促進。

②適切な地域要件の設定、入札ボンドの導入・拡大を促進。

１．総合評価方式の徹底

２．不良不適格業者の排除、地場産業育成、下請企業へのしわ寄
せ防止

（１）国の調達
①見積もりを活用する積算方式の導入・拡大。
②低入札価格調査基準価格の見直し。
③施工体制確認型総合評価方式・特別重点調査の導入・拡大。
④出来高部分払い方式、施工プロセスを通じた検査を順次導
入・拡大。

⑤設計変更ガイドライン等を作成。
（２）地方公共団体の調達
①予定価格や低入札価格調査基準価格などの適切な見直しの
促進。

②最低制限価格制度の活用や、総合評価方式を実施する際に
おける低入札価格調査と価格による失格基準の併用の促進

３．契約等の片務性の排除、ダンピングの防止

国の調達における取組と同様の取組の実施について、特殊法人等を
指導。

４．特殊法人等の調達

①低入札価格調査の対象となった工事等について問題となる行為が
認められた場合には公正取引委員会により厳正に対処。
②「建設業法令遵守ガイドライン」及び「駆け込みホットライン」 の周知

徹底。

５．不当廉売・不公正取引等に対する監視の強化

①地域ブロックごとに部局横断的な発注者協議会を平成２０年度中に
設置。
②施工段階での受注者からの苦情を関係者間で処理する体制を整備。

６．情報共有のための体制整備

平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ２８ 日

公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議申合せ

公共工事の品質確保に関する当面の対策について（概要）

（２）これまでの経緯 近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）
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（２）これまでの経緯 近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）
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【範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．７０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

【範囲】

予定価格の２／３～８５％

【計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．６０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

【範囲】

予定価格の２／３～８５％

【計算式】

直接工事費の額

共通仮設費の額 合計額

現場管理費×０．２０ ×１．０５

○低入札調査基準価格の見直し（ダンピング対策）

低入札調査基準価格の見直しについて

※低入札価格調査基準価格

調査基準価格とは、予算決算及び会計
令第８５条において、「当該契約の内容に適
合した履行がされないこととなるおそれがあ
ると認められる場合の基準」として、この価
格を下回った場合には調査を行うこととして
いる価格のこと。

H21.4～H23.3   旧公契連（H21）モデル

H25.5～ 新公契連（H25）モデル

【見直し後の範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．８０ ×１．０５

一般管理費等×０．５５

（２）これまでの経緯

H20.4～H21.3   H20モデルS62.4～H20.3   S62モデル

H23.4～H25.5 旧公契連（Ｈ23）モデル

【見直し後の範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．８０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）



11

◆取組み
①各発注者（市町村を含む。）に共通した総合評価方式の導入に関する指標の設定とフォローアップ
②国や都道府県が実施する研修・講習会等への市町村職員の受入
③技術者不足の市町村に対する技術支援体制（国、府県職員によるアドバイザー）づくり 等

◆目標
①市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：８０％（累計）
②市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：５０％（単年度）
③府県の工事発注件数に対する総合評価方式導入率 目標導入率：２０％
④府県の工事発注金額に対する総合評価方式導入率 目標導入率：５０％【平成２４年度設定】

◆取組み
①各発注者（市町村を含む。）に共通した総合評価方式の導入に関する指標の設定とフォローアップ
②国や都道府県が実施する研修・講習会等への市町村職員の受入
③技術者不足の市町村に対する技術支援体制（国、府県職員によるアドバイザー）づくり 等

◆目標
①市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：８０％（累計）
②市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：５０％（単年度）
③府県の工事発注件数に対する総合評価方式導入率 目標導入率：２０％
④府県の工事発注金額に対する総合評価方式導入率 目標導入率：５０％【平成２４年度設定】

１．総合評価方式の導入・拡大

◆取組み
①地方公共団体における予定価格等の事後公表への移行促進
②工事成績評定データの共有化に向けた課題調整 等

◆目標
①予定価格等の事後公表への移行促進

◆取組み
①地方公共団体における予定価格等の事後公表への移行促進
②工事成績評定データの共有化に向けた課題調整 等

◆目標
①予定価格等の事後公表への移行促進

２．品質確保に関する取組の情報共有・促進等

（３）これまでの取り組み概要 近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）



２．公共工事の品質確保向上に向けた取り組み

平成２５年７月１８日
国土交通省

近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）資料

（１） 総合評価方式の導入・拡大と対策

（２） 総合評価方式等に関する市町村等への支援策

（３） 近畿地方整備局における工事の総合評価方式の取り組み

（４） 低入札対策

資料－２

0



（１） 総合評価方式の導入・拡大と対策

近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）資料
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2

＜工事発注件数に占める総合評価導入率＞
◇近畿各府県において、平成２４年度末実績は１５％強であり、平成２３年度と比較し微増にとどまってい
る。また、昨年度協議会目標値（20％以上）を達成した府県は、３府県から２県に減少した。

平成２５年度の実施予定は１７％強であり、目標を下回っている。
◆政令市において、導入率低迷が継続的な課題となっており、更なる導入拡大が必要である。

（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

H25.4時点

平成２４年度
総合評価方式

実施件数

平成２４年度
工事発注件数

平成２５年度
総合評価方式

実施件数
(予定)

平成２５年度
工事発注件数

（予定）

総合評価
実施率

Ａ Ｂ 目標値 達成率 Ａ Ｂ Ａ／Ｂ

福井県 274件 1876件 (14.1%) 14.6% 73.0% 300件 1800件 16.7%

滋賀県 76件 977件 (7.6%) 7.8% 39.0% 100件 1070件 9.3%

京都府 200件 1344件 (22.9%) 14.9% 74.0% 200件 1344件 14.9%

大阪府 40件 1140件 (6.3%) 3.5% 18.0% 45件 969件 4.6%

兵庫県 83件 1905件 (4.9%) 4.4% 22.0% 80件 1900件 4.2%

奈良県 369件 1256件 (21.8%) 29.4% 147.0% 450件 1000件 45.0%

和歌山県 639件 2128件 (28.9%) 30.0% 150.0% 630件 2100件 30.0%

府県小計 1681件 10626件 (15.4%) 15.8% 79.0% 1805件 10183件 17.7%

京都市 25件 533件 (7.4%) 4.7% 23.0% 44件 566件 7.8%

大阪市 1件 1762件 (0.0%) 0.1% 0.0% 2件 1334件 0.1%

堺市 21件 416件 (5.5%) 5.0% 25.0% 30件 353件 8.5%

神戸市 42件 928件 (1.5%) 4.5% 23.0% 36件 1111件 3.2%

政令市小計 89件 3639件 (2.3%) 2.4% 12.0% 112件 3364件 3.3%

近畿合計 1770件 14265件 (12.1%) 12.4% 62.0% 1917件 13547件 14.2%

※ 工事発注件数とは、「予定価格２５０万円以上」のものとする ※カッコ書きはH23年度

地整 都道府県名

近畿

平成２４年度
総合評価導入率

協議会目標に対する達成率

20％以上

総合評価
実施率

Ａ／Ｂ

総合評価方式の実施状況（府県・政令市）【発注件数ベース】

（１） 総合評価方式の導入・拡大と対策
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近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

H25.4時点

平成２４年度
総合評価方式

に係る金額（億円）

平成２４年度
工事発注金額（億円）

平成２５年度
総合評価方式
に係る金額
（億円）予定

平成２５年度
工事発注金額（億

円）予定

総合評価
実施率

Ａ Ｂ 目標値 達成率 Ａ Ｂ Ａ／Ｂ

福井県 291 553 (51.0%) 53% 105.0% 300 500 60.0%

滋賀県 124 309 (37.2%) 40.1% 80.0% 160 340 47.1%

京都府 90 461 (24.5%) 19.5% 39.0% 90 461 19.5%

大阪府 265 746 (56.0%) 35.5% 71.0% 785 1391 56.4%

兵庫県 216 1175 (35.5%) 18.4% 37.0% 200 1100 18.2%

奈良県 309 470 (80.4%) 65.6% 131.0% 400 450 88.9%

和歌山県 521 664 (77.9%) 78.5% 157.0% 510 650 78.5%

府県小計 1,815 4,377 (52.1%) 41.5% 83.0% 2,445 4,892 50.0%

京都市 144 306 (64.7%) 47.1% 94.0% 116 未定

大阪市 13 1,053 (0.0%) 1.2% 2.0% 未定 未定

堺市 23 201 (21.3%) 11.3% 23.0% 83 372 22.3%

神戸市 84 455 (12.3%) 18.4% 37.0% 163 720 22.6%

政令市小計 264 2,015 (10.5%) 13.1% 26.0% 246 1,092 22.5%

近畿合計 2,079 6,392 (38.9%) 32.5% 65.0% 2,690 5,983 45.0%

※工事発注件数とは、「予定価格２５０万円以上」のものとする ※カッコ書きはH23年度
※H25年度の予定について京都市・大阪市は未定のため両市以外の集計としている

地整 都道府県名

近畿

総合評価
実施率

Ａ／Ｂ

平成２４年度
総合評価導入率

協議会目標に対する達成率

50％以上

＜工事発注金額に占める総合評価導入率＞
◇近畿各府県において、平成２４年度末実績は４１％強であり、平成２３年度と比較し１０％以上減少して
おり、平成２４年度新たに設定した目標値（50％以上）を大きく下回った。また、平成２４年度協議会目標

値を達成した府県は、３県にとどまっている。
平成２５年度の実施予定は、府県による差はあるものの、平均で５０％を見込んでいる。

（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

総合評価方式の実施状況（府県・政令市）【発注金額ベース】

（１） 総合評価方式の導入・拡大と対策
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総合評価方式の導入状況（市町村）【累計】

◇過年度実施を含む累計導入率（協議会目標値８０％以上）は、平成２４年度末で７１％となっており、平成
２５年度新たに総合評価方式を行う予定としているのは、２自治体のみである。
◇各府県ブロック発注者協議会を活用し、未実施の自治体への助言を行うなど、導入を促す必要がある。

近畿７府県・４政令市における総合評価方式導入状況 Ｈ２５．４月現在（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）（１） 総合評価方式の導入・拡大と対策

府 県 内
市 町 村 数
（ Ａ ）

う ち 総 合 評 価
導 入
市 町 村 数
（ Ｂ ）

市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

府 県 内
市 町 村 数
（ Ａ ）

う ち 総 合 評 価
導 入
市 町 村 数
（ Ｂ ）

市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

府 県 内
市 町 村 数
（ Ａ ）

う ち 総 合 評 価
導 入
市 町 村 数
（ Ｂ ）

市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

平成２３年度
協議会

目標導入率

協議会目標に
対する達成率

府 県 内
市 町 村 数
（ Ａ ）

う ち 総 合 評 価
導 入
市 町 村 数
（ Ｂ ）

市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

福 井 県 17 14 82% 17 14 82% 17 14 82% 103% 17 14 82%

滋 賀 県 19 18 95% 19 18 95% 19 18 95% 119% 19 18 95%

京 都 府 26 8 31% 26 9 35% 26 9 35% 44% 26 10 38%

大 阪 府 43 15 35% 43 16 37% 43 17 40% 50% 43 17 40%

兵 庫 県 41 29 71% 41 29 71% 41 29 71% 89% 41 29 71%

奈 良 県 39 35 90% 39 35 90% 39 36 92% 115% 39 37 95%

和歌山県 30 30 100% 30 30 100% 30 30 100% 125% 30 30 100%

近 畿 管 内 215 149 69% 215 151 70% 215 153 71% 80％以上 88% 215 155 72%

近畿

平成２５年度見込み(４月時点)平成２３年度平成２２年度

地整 府県名

平成２４年度実施結果

80％以上

平成２４年度
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◇平成２４年度近畿地方の市町村（７府県計：２１５市町村）における総合評価の実施率（協議会目標値
５０％）は、平成２４年度末で２８％（６０市町村）となっている。また、平成２５年４月での実施見込みは３４％
で平成２４年度実績を上回る予定となっているが、全体的に導入率が下がってきている状況である。
◇府県ブロック発注者協議会を活用し、未実施の自治体の促進のみならず、過年度実績があるが現在実
施していない自治体についても継続した実施に向けての取り組みの強化が必要である。

総合評価方式の導入状況（市町村）【単年度】

近畿７府県・４政令市における総合評価方式導入状況 Ｈ２５．４月現在（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）（１） 総合評価方式の導入・拡大と対策

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

市 町 村
総 合 評 価
導 入 割 合

市 町 村
総 合 評 価
導 入 割 合

市 町 村
総 合 評 価
導 入 割 合

市 町 村
総 合 評 価
導 入 割 合

府 県 内
市 町 村 数
（ Ａ ）

う ち 総 合 評 価
導 入
市 町 村 数
（ Ｂ ）

市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

府 県 内
市 町 村 数
（ Ａ ）

う ち 総 合 評 価
導 入
市 町 村 数
（ Ｂ ）

市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

福 井 県 65% 47% 41% 35% 17 5 29% 17 5 29%

滋 賀 県 73% 42% 53% 42% 19 6 32% 19 6 32%

京 都 府 23% 23% 19% 19% 26 5 19% 26 6 23%

大 阪 府 19% 23% 23% 23% 43 8 19% 43 8 19%

兵 庫 県 44% 46% 37% 27% 41 6 15% 41 11 27%

奈 良 県 77% 74% 59% 51% 39 25 64% 39 27 69%

和 歌 山 県 77% 53% 33% 13% 30 5 17% 30 10 33%

近 畿 管 内 52% 45% 37% 30% 215 60 28% 215 73 34%

平成２５年度見込み(４月時点)平成２３年度

近畿

地整 府県名

平成２４年度
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「総合評価落札方式に関する技術評価」講習会の開催結果

■日時：平成24年8月1日（水）１０：００～１７：００

■会場：大阪合同庁舎第一号館 第1別館 ２F大会議室

■主催：近畿ブロック発注者協議会

■プログラム

１．挨拶 （近畿地方整備局大塚企画部長）

２．公共工事の品質確保対策について

（近畿地方整備局 企画部 大西技術調整管理官）

３．総合評価落札方式の概要について

（近畿地方整備局 企画部 安藤技術開発調整官）

４．公共土木工事の品質確保について

（近畿地方整備局 企画部 和佐技術管理課長）

５．技術提案書の求め方と評価（河川編）について

（近畿地方整備局 河川部 三上河川工事課長）

６．技術提案書の求め方と評価（道路編）について

（近畿地方整備局 道路部 藤本特定道路事業対策官）

７．取り組み事例紹介（福井県の総合評価落札方式）

（福井県 土木部 土木管理課 技術管理G 伊藤主任）

（当日参加者 ８０名）

◆国・府県からの支援・要望について（主な意見）

・国の情報、市町村向けマニュアルの提供 ・専門の相談窓口の設置

・講習、研修会の開催

◆総合評価落札方式の導入・拡大に対す
る課題は？

アンケート結果 （一部抜粋）講習会実施内容

39%

10%1%14%

10%

25%

1%

事務的な負担大 導入効果が不明 無回答

技術者不足 技術力不足 手続きに時間がかかる

その他

○組織（業務体制）の整備 ・・・34％
○評価項目・評価内容の蓄積 ・・・25％
○技術支援体制の確保 ・・・15％

◆総合評価落札方式の導入・拡大に対す
る改善策は？ 34%

15%
3%

25%

14%

7% 2%

技術支援体制の確保

評価項目・評価内容の蓄積

入札説明書等に関する事例集の作成

組織（業務）体制の整備

無回答

研修・講習会の実施

その他

○事務的な負担大 ・・・39％
○手続きに時間がかかる ・・・25％
○技術者不足 ・・・14％

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）（１） 総合評価方式の導入・拡大と対策
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② 審査会等における職員交流の推進
・ 府県における技術審査会等への国職員の派遣、市町村における技術

審査会等への府県職員の派遣を更に進める。

・ 府県ブロック協議会の開催を継続していただくとともに、講師等に国・

府県職員を派遣する。

・ 公共工事の品質確保向上を目的とした総合評価方式の導入やダンピ

ング契約などについて、国・府県連携による講習会を平成２３年度から継
続して、実施。（９／４予定）

・ 総合評価方式を主体とした「建設生産システム」研修について、平成２

５年度も受講生を受け入れる。また本研修を含め管内研修の内、８コース
（３５名）で受け入れ枠を確保している。

① 平成２５年度講習会・研修の開催予定

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）（１） 総合評価方式の導入・拡大と対策
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平成２５年度は管内研修のうち、８コース（３５名）について受け入れを実施する予定。

平成２５年度管内研修への自治体等受入予定

福

井

県

滋

賀

県

京

都

府

大

阪

府

兵

庫

県

奈

良

県

和

歌

山

県

京

都

市

大

阪

市

神

戸

市

堺

市

亀

岡

市

向

日

市

八

尾

市

尼

崎

市

加

古

川

市

水

資

源

機

構

阪

神

高

速

本

四

高

速

大

阪

広

域

合

計

受

け

入

れ

枠

備

　
考

建 設 生 産 シ ス テ ム
（ 監 督 員 級 ）

1 1 1 1 1 1 1 7 5

道 路 管 理 1 1 1 1 1 1 6 5

港 湾 事 務 ・ 技 術 者 1 1 2 4 2

建 設 生 産 シ ス テ ム
（ 事 務 所 係 長 級 ）

3 1 4 5

電気通信技術（上級） 1 1 3

新技術・情報化施工 1 1 1 3 5

橋 梁 技 術 1 1 1 1 1 1 6 5

河 川 管 理 1 1 5

合 計 0 0 4 0 2 2 7 2 3 2 0 1 1 1 5 1 0 0 0 1 32 35

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

機関別・研修コース別受講希望人数表

（１） 総合評価方式の導入・拡大と対策



（２） 総合評価方式等に関する市町村等への支援策

近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）資料

0
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１．総合評価方式の導入・拡大にあたっての課題

福井県(17) 滋賀県(19) 京都府(26) 大阪府(43) 兵庫県(41) 奈良県(39) 和歌山県(30) 合計

①　技術系職員の不足 1 1 3 5 4 4 1 19

②　事務量の増大に対応できない 5 7 8 10 7 18 8 63

③　技術提案を評価するデータの蓄積がない 4 3 0 1 2 2 3 15

④　技術提案のテーマ設定が困難 0 1 4 5 5 1 2 18

⑤　特に小規模な工事のみの発注しかない 0 2 3 6 3 2 3 19

⑥　入札関係事務手続きに時間がかかる 4 6 5 11 15 14 11 66

⑦　経験がないのでわからない 1 3 1 4 3 1 4 17

⑧　相談窓口が不明 0 0 0 0 0 0 0 0

⑨　その他 2 0 3 7 7 0 1 20

●「⑥入札関係事務手続きに時間がかかる（６６回答）」、「②
事務量の増大に対応できない（６３回答）」との意見が多い。

●その他の意見として、
・「特殊な技術力を要する工事が少ない」
・「実績・工事成績等の評価から特定の業者が有利になる」
・「 事務量増加に対して具体的な効果がわからない」

・「逆転落札の合理的説明が困難」・「高い審査能力及び審査
体制の強化が必要となる」
・「地元業者中心の入札形態であり、技術提案のテーマ設定
が困難」
・「評価項目・評価基準配点バランスにより結果が異なり客観
的な判断基準を設けることが困難であり恣意性が入り込む」
・「技術提案評価に係る委員(電気職・機械職）の人員不足」

・「市内業者限定工事がほとんどの状況で、対応できる社は限
られており、当市の実態に即していない」など

総合評価方式等に関するアンケート調査結果（平成２４年度実施）

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）（２） 総合評価方式等に関する市町村等への支援策
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２．低入札価格調査に関する課題

福井県(17) 滋賀県(19) 京都府(26) 大阪府(43) 兵庫県(41) 奈良県(39) 和歌山県(30) 合計

①　事務量の増大 7 8 11 15 9 16 12 78

②　入札関係事務手続きに時間がかかる 5 7 6 14 14 9 6 61

③　経験がないのでわからない 4 4 4 10 11 10 11 54

④　相談窓口が不明 0 0 0 0 2 0 0 2

⑤　その他 1 1 5 7 7 6 1 28

●「①事務量の増大（７８回答）」、「②入札関係事務
手続きに時間がかかる（６１回答）」との意見が多い。

●その他の意見として、
「事務量が膨大であることから低入札価格調査制度

を廃止し、失格基準価格を設けている」
「 営繕・設備工事は下請見積が殆どであり、積算根

拠となる単価が明確化できない。※当初見積を無視
した価格（交渉の結果、最低限業者が必要とする金
額）が存在するため。」
「 低入調査項目に係るデータ蓄積がない」
「請負業者の段階的な資質向上が先決」など

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

24%

総合評価方式等に関するアンケート調査結果（平成２４年度実施）

（２） 総合評価方式等に関する市町村等への支援策
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３．総合評価方式の導入・拡大にあたって国・府県の支援について期待するもの

福井県(17) 滋賀県(19) 京都府(26) 大阪府(43) 兵庫県(41) 奈良県(39) 和歌山県(30) 合計

①　人的支援 3 4 10 9 9 15 7 57

②　研修・講習会の開催 3 6 3 11 7 7 9 46

③　マニュアルの作成 3 7 7 22 17 11 14 81

④　相談窓口の充実 3 1 2 5 3 4 0 18

⑤　その他 5 1 6 4 5 2 1 24

●「③マニュアルの作成（８１回答）」、「①人的支援（５７回
答）」との意見が多い。

●その他の意見として、
「国・県と市町では、業者の規模や実績及び発注規模・工

事内容が大きく異なる点に着目した支援」
「運用上の諸情報の提供」
「技術提案に対する評価やオーバースペックの取扱いに

ついての統一的な基準の設定」
「もっと簡易な制度設定としていただきたい」
「 中小の請負業者にまで、導入効果・意義理解を促進し、

浸透させる手立てを講じる事も必要」
「広域的な技術支援・事務代行が必要と感じている。」 「入

札までの時間が短縮できるようなシステム」

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

総合評価方式等に関するアンケート調査結果（平成２４年度実施）

（２） 総合評価方式等に関する市町村等への支援策
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【主な課題・意見】
・分離分割発注により小規模工事の増大
・技術系職員の減少
・目標達成が目的ではない
・低入札の事務量が負担
・自己申告により、技術評価を含む一定の
評価基準を満足した者から価格競争で落
札者を決定する、実績申告型の試行

・重要構造物や施工上配慮が必要な工事を
対象としたい

・特別簡易型では企業評価は無くして、技
術者評価のみとしている

【主な総合評価方式の事務量軽減の方策】
・事後審査型の実施
（福井県、滋賀県、和歌山県等）

・標準型の評価項目を減らす
・評価方法のガイドライン、過去の事例集

を作成(京都府)
・学識経験者の意見聴取が無くなり各土木

事務所で構成する審査会で実施

【主な課題・意見】
・分離分割発注により小規模工事の増大
・技術系職員の減少
・目標達成が目的ではない
・低入札の事務量が負担
・自己申告により、技術評価を含む一定の
評価基準を満足した者から価格競争で落
札者を決定する、実績申告型の試行

・重要構造物や施工上配慮が必要な工事を
対象としたい

・特別簡易型では企業評価は無くして、技
術者評価のみとしている

【主な総合評価方式の事務量軽減の方策】
・事後審査型の実施
（福井県、滋賀県、和歌山県等）

・標準型の評価項目を減らす
・評価方法のガイドライン、過去の事例集
を作成(京都府)

・学識経験者の意見聴取が無くなり各土木
事務所で構成する審査会で実施

府県政令市対象の意見交換会での意見等

【主なダンピング対策と低入調査の事務量軽減の方策】
・（最低制限価格を）価格による失格基準として運用
・施工体制確認型の導入（福井県）
・特別重点調査を実施
・低入札の場合に技術者の追加配置を求める等、付加
要件を設定

【市町村における総合評価方式の導入・拡大について】
（取り組み）
・府県のブロック協議会等において導入・拡大につい
て働きかけている

・府県のブロック協議会等において導入件数目標を設
定している

・年度当初に総合評価の予定を確認、また定期的に進
捗状況を確認している

・研修会の実施
・評価、審査について県がアドバイス

（課題）
・総合評価方式の効果が見えない
・町村では技術系職員が少ない（いない）
・単年度工事のため、スケジュール的に難しい
・工事成績を付けていない

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

（２） 総合評価方式等に関する市町村等への支援策
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○府県単位で市町村からの相談窓口等の更なる支援
○「総合評価落札方式における技術提案・指定テーマ

事例集(案)」を作成（平成２３年度）
○市町村向け総合評価実施参考事例（案）を府県・市

町村と連携して作成（別紙２参照）

■これまでの総合評価方式の導入・拡大に向けた支援の取り組み

○総合評価方式の導入・拡大に向けた支援だけでなく、
幅広い技術的支援について検討

○平成２５年度は、各地方公共団体に対してアンケー
ト調査を実施しニーズを把握

■平成２５年度地方公共団体への技術的支援の検討

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

（２） 総合評価方式等に関する市町村等への支援策



府県ブロック協議会取り組み状況及び予定について

6

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

（２） 総合評価方式等に関する市町村等への支援策

Ｈ２４年度府県ブロックの実施状況 Ｈ２５年度府県ブロックの取り組み予定 課題

福井県

平成２４年１２月６日(木)
「福井県公共工事品質確保推進協議会｣開催
入札談合の防止について(公正取引委員会講師)
建設産業の現状と最近の取り組みについて(近畿地方整備局建設
産業課講師)
市町の総合評価落札方式の導入・拡大について(県土木管理課)

平成２５年度　２回程度開催予定
市町の総合評価落札方式　導入拡大
不良不適格業者の排除

滋賀県
滋賀県公共工事契約業務連絡協議会の開催
H24.7.22(入札・契約制度の改善）

・一般競争入札の導入・拡大
・総合評価方式の積極的な導入・拡充

依然として、総合評価方式の未導入の市町がある。引き続き、
本協議会を中心に、入札契約制度の改善を図っていく。

京都府
京都府公共工事発注者協議会２回開催
（H24.9.10及びH25.2.1）

２回開催 ・入札契約制度や建設行政に係る現状・動向

大阪府 ブロック協議会等の定例的な取り組みは、実施していません
市町村のニーズを把握し、それに即した情報発信を行って
いく。

―

兵庫県
「兵庫県公共工事契約業務連絡協議会」において、総合評価
落札方式の拡充に向けた取り組みを依頼

「兵庫県公共工事契約業務連絡協議会」（5/24開催）において、
総合評価落札方式の拡充に向けた取り組みを依頼
・総合評価落札方式の概要説明
・総合評価落札方式の取組状況
・本県及び各市町における導入実績の報告
・本県における各市町への支援体制に関する説明

特に市町における総合評価落札方式の導入に向けた課
題は、
入札・契約における事務量の増大と人材不足である。

奈良県

　平成24年10月24日に奈良県発注者協議会を開催し、公共工事の
品質確保の促進に関する情報共有・総合評価方式の導入目標を設
定。
【協議会の要旨】
　・近畿ブロック発注者協議会（H24.9.7）の資料を活用した情報提供
　・総合評価落札方式の導入意義
　・市町村における総合評価の導入状況（H23）と、導入目標の設定
（H24）

　今年度も10月頃に奈良県発注者協議会を開催する予
定。
【協議会の要旨（予定）】
平成24年度の内容に加え、業務における総合評価方式の
導入を促す。
　→業務成績評定点の付与（Ｈ24実施状況調べ：3／39市
町村）

　市町村では技術系職員が不足しており、さらなる奈良県
の技術支援（指導）が必要。
→総合評価方式の学識対応
→社会資本等の総点検に係る市町村支援
→紀伊半島大水害の復興に係る市町村支援

和歌山県

既存の協議会（和歌山県公共工事契約業務連絡協議会）を活用
し、７月に開催。
「公共工事の品質確保について～総合評価方式の取り組み状況と
活用～」
１　各発注者間相互の連携強化
２　総合評価実施状況と今年度の予定
３　総合評価方式について
４　市町村における総合評価の進め方
　　（落札者決定基準例の提示、県設置の第三者機関の活用等）
５　県における取り組み（総合評価の主な改訂内容等）

・平成２５年度においても、既存の協議会（和歌山県公共
工事契約業務連絡協議会）を活用し、総合評価の実施に
向けた啓発、支援を行う。

・市町村の総合評価落札方式導入拡大
　累計導入率（80%以上）は達成しているが、実施市町村
数は減少傾向
　単年度目標（50%以上）の達成に向けた啓発、支援の継
続が必要



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

（３）近畿地方整備局における工事の総合評価方式の取り組み

Ⅰ ．総合評価落札方式の実施状況
Ⅱ ．総合評価落札方式の改善
Ⅲ ．総合評価落札方式改善後の配点等の詳細
Ⅳ ．施工能力評価型の評価項目・配点等
Ⅴ ．同種・類似工事の施工実績（経験）の評価
Ⅵ ．配点見直し（企業の施工能力）
Ⅶ ．配点見直し（配置予定技術者の能力）
Ⅷ ．平成２４年度に引き続きの取り組み
Ⅸ ．段階選抜方式

近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）資料
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Ⅰ．総合評価落札方式の実施状況

（全国）（全国）
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Ⅰ．総合評価落札方式の実施状況

（全国）（全国）
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Ⅰ．総合評価落札方式の実施状況

総合評価実施状況（近畿地方整備局）総合評価実施状況（近畿地方整備局）

※港湾を含む

※随意契約を除く

※ H25.3.31時点

Ｈ１８ Ｈ１９ H２０ H２1 H２２ H２３ H２４

総合評価件数 693 1235 1,368 1,273 1,082 1,116 1,140

総合評価金額
（百万円）

151,600 235,896 276,956 168,226 144,300 204,374 204,739

総合評価実施率
（金額ベース、％）

88.8 99.6 99.9 99.9 99.9 99.3 99.7
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（１．二極化のイメージ）Ⅱ．総合評価落札方式の改善

施工能力評価型 技術提案評価型

Ⅱ型 Ⅰ型 S型 ＡⅢ型 ＡⅡ型 AⅠ型

施工能力を評価する 施工能力に加え、技術提案を求めて評価する

現
状

簡易型 標準型 高度技術提案型

Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅲ型 Ⅱ型 Ⅰ型

企業が発注者の示す仕様に基づき、
適切で確実な施工を行う能力を有
しているかを確認する場合

発注者が示す標準的な仕様（標準案）に対し社会的要請の高い特定の
課題について施工上の工夫等の技術提案を求める場合

通常の構
造・工法で
は制約条
件を満足
できない
場合

有力な構
造・工法が
複数あり、
技術提案で
最適案を選
定する場合

高度な施工
技術等により
社会的便益
の相当程度
の向上を期
待する場合

社会的要請の高い特定の技術的課題に関する施工上の工夫等に係る提案

必要に応じ実施

技術提案に基づき予定価格を
作成

確実な施工に資する簡易な施工計画
施工方法に加え、工事
目的物そのものに係る
提案

高度な施工
技術等に係
る提案

点数化して評価

提案内容

予定価格

評価方法

設計図書に定める標準案に基づき予定価格を作成

ヒアリング

4

見
直
し
案 企業が、発注者の示す仕様に基づき、適切で確実

な施工を行う能力を有しているかを、施工計画を求
めて確認する工事

標準案に基づき作成 技術提案に基づき作成

施工計画提案内容

予定価格

評価方法 実績で評価 可・不可の二段階で評価 点数化

企業が、発注者の示
す仕様に基づき、適切
で確実な施工を行う能
力を有しているかを、
企業・技術者の能力等
で確認する工事

施工上の特定の課題等に関
して、施工上の工夫等に係る
提案を求めて総合的なコスト
の縮減や品質の向上等を図
る場合

施工上の工夫等に係る提案

通常の構
造・工法で
は制約条
件を満足
できない場
合

有力な構造・工
法が複数あり、
技術提案で最
適案を選定す
る場合

部分的な設計変更を
含む工事目的物に対
する提案、高度な施
工技術等により社会
的便益の相当程度の
向上を期待する場合

施工方法に加え、工事目
的物そのものに係る提案

部分的な設計変更や
高度な施工技術等に
係る提案

ヒアリング 実施しない 必須必要に応じて実施（施工計画の代替も可）

標準案に基づき作成

段階選抜 実施しない ヒアリングの適用に際し必要に応じて実施 必須※２

WTO対象工事は必須※１、

それ以外は必要に応じて実施

WTO対象工事は必須※２、

それ以外は必要に応じて実施

※１）段階選抜の実施方法が確立するまでは、段階選抜を試行する工事で試行的に実施する ※２）段階選抜は引き続き試行で実施する
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２．企業・技術者の能力等における評価内容見直し

配点割合の見直しに伴い、配点バランスを考慮のうえ、企業の施工能力等及び技術者の能力等における
評価内容を見直し。

◆予め設定していた配点計の最大値（ＭＡＸ）の設定を見直し
⇒評価項目毎の積み上げ点数の合計値が配点割合における最大値となるよう、配点の設定を見直し

【例：簡易型の場合】従来：企業の施工能力 ＭＡＸ２０点→２０点

◆当該工事と同じ工事種別における工事成績の平均点について、評価期間を拡大
⇒工事実績の有無により評価が大きく左右されていることから、評価期間を過去２年間から過去４年間に拡大

◆工事表彰における評価点については、配点バランスを考慮のうえ評価点を見直し
⇒表彰実績がある企業への受注集中を緩和することを念頭に、配点を見直し

◆総合評価の改善（案）を踏まえ、以下の新規項目を設定
〈企業の施工能力等〉

①同種性の高い工事実績
⇒過去の施工実績として、当該工事と同規模以上又は同等の施工条件での実績等を評価

〈技術者の能力等〉
①同種性の高い施工経験

⇒過去の施工経験として、当該工事と同規模以上又は同等の施工条件での実績等を評価
②競争参加資格において同種工事の実績として提出された工事についての工事成績を評価

⇒評価期間は過去８年間として本官工事に限り、他地整の成績も評価の対象とする。

◆災害活動、ボランティア活動に対する評価の見直し
⇒ボランティア活動については評価対象外とする。

Ⅱ．総合評価落札方式の改善



6

３．企業の施工能力評価等における配点割合の見直し①

◆非ＷＴＯ技術提案評価型

技術提案

（３０点（２０点＋１０点））

企業の施工能力等

（１５点）

技術者の能力等

（１５点）

総合評価対象

（６０点）

標準型（Ⅰ型）

技術提案評価型（ＳⅠ型）

【技術提案評価型（ＳⅠ型）】（指定テーマ数２）

【技術提案評価型（ＳⅡ型）】（指定テーマ数１）

技術提案

（４０点（２０点×２））

総合評価対象

（６０点）

企業の施工能力等

（２０点）

技術提案

（２０点（２０点×１））

企業の施工能力等

（２５点）

地域

（５点）

総合評価対象

（５０点）

企業の施工能力等

（１５点）

技術者の能力等

（１５点）

総合評価対象

（６０点）

技術提案

（３０点（３０点×１））

・配点割合の見直し
・企業の施工能力等と技術者の能力等の割合を１：１に変更（技術者の能力等の配点割合を増加）
・地域精通度、貢献等の評価は「企業の施工能力等」の中で評価

標準型（Ⅱ型）

技術提案評価型（ＳⅡ型）

Ⅱ．総合評価落札方式の改善
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◆施工能力評価型

簡易型

施工能力評価型（Ⅰ型）

【施工能力評価型（Ⅰ型）】

【施工能力評価型（Ⅱ型）】

・配点割合の見直し
・施工能力Ⅰ型については、従来求めていた簡易な施工計画を「工事施工上の留意点」、「留意点に対

する検討事項及びその理由」、「工程表の作成」について求める『施工計画』に変更
・企業の施工能力等と技術者の能力等の割合を１：１に変更（技術者の能力等の配点割合を増加）
・地域精通度、貢献等の評価は「企業の施工能力等」の中で評価

総合評価対象

（３０点）

簡易な施工計画

（１０点）

企業の施工能力等

（１５点）

地域

（５点）

総合評価対象

（５０点）

施工計画

（１０点）

企業の施工能力等

（２０点）

技術者の能力等

（２０点）

簡易型（Ⅱ型）

施工能力評価型（Ⅱ型）

地域

（５点）

総合評価対象

（２０点）

企業の施工能力等

（１５点）

総合評価対象

（４０点）

企業の施工能力等

（２０点）

技術者の能力等

（２０点）

３．企業の施工能力評価等における配点割合の見直し②

Ⅱ．総合評価落札方式の改善
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○評価項目と評価項目別配点【非ＷＴＯ技術提案評価型】

従来方式（標準Ⅱ型） 新方式

同種性の高い施工実績

過去２ヶ年の同工種の工事成績平均点

工事表彰

新技術の活用

情報化施工の活用（一般化技術）

情報化施工の活用（実用化等検討技術）

技能者等の配置

ＩＳ０認定

Ａｓ舗装施工体制（Ａｓ工事の場合）

同種工事の経験における監理技術者等の施工経験

同種性の高い施工経験

過去８ヶ年の同工種の工事成績

技術者表彰

継続学習ＣＰＤ

舗装施工管理技術資格（Ａｓ工事の場合）

地域内工事の実績

災害協定の締結

建設業ＢＣＰの認定

災害活動に対する表彰

Ｍａｘ
２５点

配点 加算点

２．５点

２点

Ｍａｘ
５点

２点

１点

１点

分類

企

業
の

施

工
能

力

等

企

業
の

施

工

能
力

配

置

予
定

技

術

者
の

能

力

地

域
精

通

度
・

貢

献

等

４点

－

－

２点

１点

（２点）

４点

（３点）

１点

６点

８点

－

４点

評価項目

同種性の高い施工実績

過去４ヶ年の同工種の工事成績平均点

工事表彰

新技術の活用

情報化施工の活用（一般化技術）

情報化施工の活用（実用化検討技術）

技能者等の配置

ＩＳ０認定

Ａｓ舗装施工体制（Ａｓ工事の場合）

地域内工事の実績

災害協定の締結

建設業ＢＣＰの認定

災害活動に対する表彰

同種工事の経験における監理技術者等の施工経験

同種性の高い施工経験

過去８ヶ年の同種工事の工事成績

技術者表彰

継続学習ＣＰＤ

舗装施工管理技術資格（Ａｓ工事の場合）

分類

企
業
の
施
工
能
力
等

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力
等

評価項目 配点 加算点

２点

１５点

３点

２点

１点

－

１点

２点

－

（３点）

１点

１点

１点

１点

２点

１５点

４点

６点

２点

１点

（２点）

赤字での記載項目は評価項目として追加・修正されたもの及び配点、
満点を見直したもの

アスファルト舗装工事に係る評価項目を設定した場合（アスファルト舗装工事の場合のみ）、
加算点の配点はＭａｘ１５点

Ⅲ．総合評価落札方式改善後の配点等の詳細
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○評価項目と評価項目別配点【施工能力評価型】

同種性の高い施工実績

過去２ヶ年の同工種の工事成績平均点

工事表彰

新技術の活用

情報化施工の活用（一般化技術）

情報化施工の活用（実用化検討技術）

技能者等の配置

ＩＳ０認定

Ａｓ舗装施工体制（Ａｓ工事の場合）

同種工事の経験における監理技術者等の施工経験

同種性の高い施工経験

過去８ヶ年の同種工事の工事成績

技術者表彰

継続学習ＣＰＤ

舗装施工管理技術資格（Ａｓ工事の場合）

地域内工事の実績

災害協定の締結

建設業ＢＣＰの認定

災害活動・ボランティア活動に対する表彰

評価項目

－

３点

Ｍａｘ
１５点

１点

２点

１点

（２点）

２点

２点

２．５点

Ｍａｘ
５点

６点

－

－

２点

１点

２点

（２点）

２点

１点

分類

地

域
精

通

度

・
貢

献

等

企

業

の
施

工

能
力

配

置
予

定

技
術

者

の

能
力

企
業

の

施

工
能

力

等

配点 加算点

同種性の高い施工実績

過去４ヶ年の同工種の工事成績平均点

工事表彰

新技術の活用

情報化施工の活用（一般化技術）

情報化施工の活用（実用化検討技術）

技能者等の配置

ＩＳ０認定

Ａｓ舗装施工体制（Ａｓ工事の場合）

地域内工事の実績

災害協定の締結

建設業ＢＣＰの認定

災害活動に対する表彰

同種工事の経験における監理技術者等の施工経験

同種性の高い施工経験

過去８ヶ年の同種工事の工事成績

技術者表彰

継続学習ＣＰＤ

舗装施工管理技術資格（Ａｓ工事の場合）

２点

評価項目 配点 加算点分類

２点

２０点

企
業
の
施
工
能
力
等

３点

２点

１点

－

１点

４点

１点

（２点）

２点

１点

１点

４点

２０点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力
等

４点

６点

４点

２点

（２点）

従来方式 新方式

赤字での記載項目は評価項目として追加・修正されたもの及び配点、
満点を見直したもの

アスファルト舗装工事に係る評価項目を設定した場合（アスファルト舗装工事の場合のみ）、加算点
の配点はＭａｘ２０点

Ⅲ．総合評価落札方式改善後の配点等の詳細



【高度技術提案型】 【高度技術提案型（ＡⅠ、ＡⅡ、ＡⅢ）】
技術提案　５０点（高度技術提案） 技術提案　７０点（高度技術提案５０点＋標準提案２０点）

・部分的な設計変更を含む工事目的物に対する提案を求めるＡⅢ型を設定

【ＷＴＯ標準Ⅰ型】（指定テーマ数２） 【技術提案評価型（ＳⅠ型）】（指定テーマ数２）
技術提案（５０点（３０点＋２０点）） 技術提案３０点（２０点＋１０点）

・段階選抜方式の試行及びヒアリングによる評価の試行を実施

【ＷＴＯ標準Ⅱ型】（指定テーマ数１） 【技術提案評価型（ＳⅡ型）】（指定テーマ数１）
技術提案（３０点） 技術提案３０点

・段階選抜方式の試行及びヒアリングによる評価の試行を実施

【非ＷＴＯ技術提案評価型（ＳⅠ型）】（指定テーマ数２）
技術提案（３０点（２０点＋１０点））＋企業の施工能力等（１５点）＋技術者の能力等（１５点）
・配点割合について企業の施工能力等と技術者の能力等の割合を１：１に変更

・企業の施工能力等及び技術者の能力等について評価項目を見直し

【非ＷＴＯ技術提案評価型（ＳⅡ型）】（指定テーマ数１）
【非ＷＴＯ標準Ⅰ型】（指定テーマ数２） 技術提案（３０点＋企業の施工能力等（１５点）＋技術者の能力等（１５点）

技術提案（４０点（２０点×２））＋企業の施工能力等（２０点） ・配点割合について企業の施工能力等と技術者の能力等の割合を１：１に変更

・企業の施工能力等及び技術者の能力等について評価項目を見直し

【非ＷＴＯ標準Ⅱ型】（指定テーマ数１）
技術提案（２０点）＋企業の施工能力等（２５点）＋地域（５点） 【施工能力評価型（Ⅰ型）】

施工計画（１０点）＋企業の施工能力等（２０点）＋技術者の能力等（２０点）
・簡易な施工計画を施工計画として、工事施工上の留意点、留意点に対する検討事項及びその理由、工程表の作成に変更

【簡易型】 ・配点割合について企業の施工能力等と技術者の能力等の割合を１：１に変更

簡易な施工計画（１０点）＋企業の施工能力等（１５点）＋地域（５点） ・企業の施工能力等及び技術者の能力等について評価項目を見直し

【簡易型Ⅱ型】 【施工能力評価型（Ⅱ型）】
企業の施工能力等（１５点）＋地域（５点） 企業の施工能力等（２０点）＋技術者の能力等（２０点）

・配点割合について企業の施工能力等と技術者の能力等の割合を１：１に変更

・企業の施工能力等及び技術者の能力等について評価項目を見直し

技術的難易度小項目に

Ａ評価がある場合

技術的難易度小項目に

Ａ評価がある場合

１．従来方式と新方式の名称・配点の比較

従来方式 新方式（Ｈ２５．４月～）

Ⅲ．総合評価落札方式改善後の配点等の詳細

10
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① 高度技術提案型（ＡⅠ型～ＡⅢ型）の評価項目と加算点

② 技術提案評価型（Ｓ型（ＷＴＯ対象工事））の技術評価項目と加算点

２．総合評価落札方式タイプ別の評価項目と加算点（１）

分類 加算点

・特別な安全対策
・省資源対策又はリサイクル対策 等

70

工事目的物の性能・機能の向上に関する項目
・初期性能の持続性
・強度、耐久性、安定性の向上
・供用性の向上　等

技術提案

総合的なコストの縮減に関する項目

社会的要請の対応に関する項目

評価項目 配点

・維持管理費・更新費
・その他、補償費　等

高度技術提案に関する
提案は５０点、標準提案
を２０点として設定する。

・環境の維持（騒音、振動、粉塵、水質汚濁、地盤沈
下、土壌汚染、大気環境など）

・交通の確保（規制車線数、規制時間、交通ネット
ワークの確保、災害復旧など）

項目

技術評価項目
加算点

30

＜ＳⅠ型＞
・指定テーマの配点は
　２０点＋１０点とする。

＜ＳⅡ型＞
・指定テーマの配点は
　３０点とする。

総合的なコスト
の縮減に関す
る項目

技術提案

評価基準

・指定テーマ１つに対して最大５提案までとし、６提案
以上記入があった場合は、当該指定テーマに対する
加算点は０点とする。

・評価については、現場条件等を踏まえ、技術提案
の工夫による効果について確実性と重要度により評
価する。

配点

社会的要請の
対応に関する
項目

・環境の維持（騒音、振動、粉塵、水質
汚濁、地盤沈下、土壌汚染など）
・交通の確保（規制車線数、規制時間、
交通ネットワークの確保、災害復旧な
ど）
・特別な安全対策
・省資源対策又はリサイクル対策　　等

・初期性能の持続性
・強度、耐久性、安定性の向上
・供用性の向上　等

・指定テーマ数
は２を基本とする
が、工事内容に
応じてテーマ数を
１～３とすること
が可能。

・指定テーマに関
する施工箇所の
状況、施工条
件、指定テーマ
の設定理由を具
体的に記載す
る。

指定テーマ

・維持管理費・更新費
・その他、補償費　等

工事目的物の
性能・機能の
向上に関する
項目

分類

③ 施工能力評価型（Ⅰ型）の技術評価項目と加算点

施工計画 加算点１０点 ・・・・ 別資料 参照

Ⅲ．総合評価落札方式改善後の配点等の詳細
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④ 技術提案型（Ｓ型（非ＷＴＯ））の技術評価項目と加算点

２．総合評価落札方式タイプ別の評価項目と加算点（２）

表　彰

技術評価項目 評価基準 配点

別資料　参照

舗装施工管理技術者資格
　（※アスファルト舗装工事の場合）

舗装施工管理技術者の資格の有無

（2）
（特殊舗装（排水

性、低騒音舗装等
の場合(4)）

情報化施工技術の活用

最大　2

最大　1

6

技術者表彰
平成２０年度から平成２３年度に元請として完成・引渡しが完了した国土交通省近畿地方整備
局発注の工事（港湾空港関係を除く。）における表彰の有無
（※当該工事と同じ工事種別に限る）

2

継続学習制度（ＣＰＤ） 各継続学習実施機関の推奨単位数以上の履修実績で評価 1

配
置
予

定
技
術
者
の
能

力

同種工事の経験における監理技術者等としての施工経験の有無 監理技術者・主任技術者または現場代理人として従事した同種工事の経験　※５ 2

15

同種性の高い施工経験
監理技術者・主任技術者または現場代理人として従事した同種工事の経験として記載した工
事の工事量。※５ 4

同種工事の経験についての工事成績評定

監理技術者・主任技術者または現場代理人として従事した同種工事の経験の工事成績評定。
ただし平成１７年度以降に今回申請者（合併、事業譲渡前の者を含む）が元請として完成し、引
渡しが完了した近畿地方整備局発注の工事（港湾空港関係を除く。）であること。
（※当該工事と同じ工事種別に限る）

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無 近畿地方整備局災害時建設業事業継続力認定委員会の認定の有無 1

災害活動に対する表彰
平成23年度以降に行政機関から授与された、災害活動（地震、風水害）に対する表彰・感謝状
の有無 1

地域内工事の実績 平成20年度以降に元請として完成・引渡しが完了した当該工事実施市町村内での工事実績 1

災害協定の締結の有無
近畿地方整備局（事務所を含む）及び近畿地方整備局管内府県（福井県、滋賀県、京都府、大
阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県【当該工事の施工箇所が三重県の場合】）、他地
整との災害協定締結の有無

1

現場従事技能者（基幹技能者・建設マスター・現代の名工・技能士）の配
置

別資料　参照 最大　2

アスファルト舗装工事施工体制
　（※アスファルト舗装工事の場合）

アスファルト舗装工事施工体制実態調査票の内容により評価 （3）

企
業
の

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 同種工事の実績として記載した工事の工事量。

国土交通省近畿地方整備局での当該工事と同じ工事種別の過去４年間
の工事成績評定の平均点

平成２０年度から平成２３年度に元請として完成し、引渡しが完了した国土交通省近畿地方整
備局発注の工事（港湾空港関係を除く。）における工事成績評定の平均点

有用な新技術の活用
本工事において、新技術情報提供システム（NETIS）登録技術のうち、有用な技術とされた新
技術（推奨技術、準推奨技術、設計比較対象技術、少実績優良技術、活用促進技術）の活用
の有無

15

2

3

最大
1

別資料　参照

Ⅲ．総合評価落札方式改善後の配点等の詳細
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⑤ 施工能力評価型（Ⅰ型）の技術評価項目と加算点

２．総合評価落札方式タイプ別の評価項目と加算点（３）

継続学習制度（ＣＰＤ） 各継続学習実施機関の推奨単位数以上の履修実績で評価 2

舗装施工管理技術者資格
　（※アスファルト舗装工事の場合）

舗装施工管理技術者の資格の有無

（2）
（特殊舗装（排水

性、低騒音舗装等
の場合(4)）

技術評価項目 評価基準

企
業
の

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 同種工事の実績として記載した工事の工事量。

国土交通省近畿地方整備局での当該工事と同じ工事種別の過去４年間
の工事成績評定の平均点

平成２０年度から平成２３年度に元請として完成し、引渡しが完了した国土交通省近畿地方整
備局発注の工事（港湾空港関係を除く。）における工事成績評定の平均点

配点

2

20

3

表　彰 別資料　参照 最大　2

有用な新技術の活用
本工事において、新技術情報提供システム（NETIS）登録技術のうち、有用な技術とされた新
技術（推奨技術、準推奨技術、設計比較対象技術、少実績優良技術、活用促進技術）の活用
の有無

最大
1

情報化施工技術の活用 別資料　参照 最大　1

現場従事技能者（基幹技能者・建設マスター・現代の名工・技能士）の配
置

別資料　参照 最大　4

アスファルト舗装工事施工体制
　（※アスファルト舗装工事の場合）

地域内工事の実績

アスファルト舗装工事施工体制実態調査票の内容により評価 （2）

平成20年度以降に元請として完成・引渡しが完了した当該工事実施市町村内での工事実績 2

災害協定の締結の有無
近畿地方整備局（事務所を含む）及び近畿地方整備局管内府県（福井県、滋賀県、京都府、大
阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県【当該工事の施工箇所が三重県の場合】）、他地
整との災害協定締結の有無

1

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無 近畿地方整備局災害時建設業事業継続力認定委員会の認定の有無 1

災害活動に対する表彰
平成23年度以降に行政機関から授与された、災害活動（地震、風水害）に対する表彰・感謝状
の有無 2

同種工事の経験における監理技術者等としての施工経験の有無 監理技術者・主任技術者または現場代理人として従事した同種工事の経験　※５ 4

ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得 ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得の有無 1

配
置
予

定
技
術
者
の
能

力

20

同種性の高い施工経験
監理技術者・主任技術者または現場代理人として従事した同種工事の経験として記載した工
事の工事量。※５ 4

同種工事の経験についての工事成績評定

監理技術者・主任技術者または現場代理人として従事した同種工事の経験の工事成績評定。
ただし平成１７年度以降に今回申請者（合併、事業譲渡前の者を含む）が元請として完成し、引
渡しが完了した近畿地方整備局発注の工事（港湾空港関係を除く。）であること。
（※当該工事と同じ工事種別に限る）

6

技術者表彰
平成２０年度から平成２３年度に元請として完成・引渡しが完了した国土交通省近畿地方整備
局発注の工事（港湾空港関係を除く。）における表彰の有無
（※当該工事と同じ工事種別に限る）

4

Ⅲ．総合評価落札方式改善後の配点等の詳細
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１．簡易型（施工能力評価型Ⅰ型）の試行

施工計画（最大10点）
①工事施工上の留意点
②留意点に対する検討事項とその理由
③工程表

指定テーマに基づく簡易な施工計画（最大10点：2点×5提案

◆簡易型において、求める施工計画及び評価の簡素化の試行内容

【従来】

【試行】

受発注者双方の事務手続き簡素化

施工計画

Ⅳ．施工能力評価型の評価項目・配点等
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◎今回試行を行った結果として『技術提案資料作成の負担軽減に有効であった』、『今回の試
行内容で問題無い』 という意見が多数を占めた。

また、多くの業者から意見のあった事項に対する対応は以下のとおりである。

○落札業者の固定化につながるため何らかの対応が必要。
→ 「企業の施工能力及び配置予定技術者の配点割合の見直し」にて対応し改善を図る。

○工程表の作成が負担であり無くすべきである。
→ 工事内容についての業者の理解度を確認するため必須であり省くべきではない。

○検討範囲が漠然としているのであらかじめテーマを設定すべきである。
→ テーマを設定しないほうが、視野を狭めず工事全体を広く見通した提案が期待できる。

また、テーマが無いほうが書きやすいという意見も多数あり、テーマは設けない ものと
するのが妥当である。

施工能力評価型(Ⅰ型)における本運用についても、Ｈ２４年度試行を行った内容に

て実施していくものとする。

２．簡易型（施工能力評価型Ⅰ型）の試行結果

Ⅳ．施工能力評価型の評価項目・配点等
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配点 加算点計
加算点の
評価方法

　当該工事を円滑かつ的確に実施するにあたり、現場状況、気象条
件、周辺環境等の制約となる技術的な課題を整理し、特に重要と思わ
れる留意点を３項目記述すること。
注意事項）
　 １．留意点は各項目毎に１つの留意点を記述するものとし、１項目
　　　 に複数の留意点が記述されていると認められる場合、その項
　　　 目は加算点無しとする。
　　 　なお、記述は簡潔にすること。
　 ２．留意点の記述が３項目未満の場合については、施工計画全体
　　　 を加算点無しとする。

　工種、工事の規模、現
地の状況等を踏まえて、
記述された内容を総合
的に評価する。

　上記①で記述した工事施工上の留意点の３項目について解決又は
克服するために検討する事項とその理由を記述すること。
注意事項）
　 １．留意点を解決又は克服するための対策を行うにあたり、それに
　　　 至る検討事項を記述するとともに、その理由を簡潔に記述する
　　　 こと。
　　　 なお、検討事項、理由のいずれかが未記載の場合、その項目
　　　 は加算点無しとする。
　 ２．一部でも明らかな錯誤がある場合、その項目は加算点無しとす
　　　 る。
　 ３．記述にあたっては、現地での具体の対策について提案を求める
　　　 ものでは無いので留意すること。

　検討される事項及びそ
の理由と、①で記述した
留意点との整合性や的
確性を総合的に評価す
る。

　上記①②で記述した内容を踏まえ、予め発注者が記載している項
　　　　目について想定される概略の全体工程表を作成すること。
注意事項）
　１．契約日を入札説明書に記載されている開札日の概ね１０日後
　　　（土、日、祝日を含まない）と想定して作成すること。また、準備
　　　後片付けについては、工期内に含めるものとし、期間を明記す
　　　るとともに予め設計図書に示された工程上の要件（出水期、部
　　　分使用、その他工程調整に係る事項を含む）について、適切
　　　に反映すること。
　　　なお、予め発注者が記載している項目について記述されていな
　　　い場合や、工期が想定期間と著しく相違している場合、また、予
　　　め設計図書に示された工程上の要件が反映されていない場合
　　　は欠格とする。

　 原則として工事内容、
現地条件等を踏まえ、
記述された工程表の妥
当性を評価する。

4

※記述は３項目とし、４項目以上記述があった場合は施工計画全体を加算点無しとする。

※施工計画において評価された検討事項について、検討を実施した結果に基づく対策を実施するか否かは監督職員と協議のうえ、決定する。

※検討事項に現地での具体の対策を記述した場合、入札にあたりその費用は含まないこと。なお、記述された内容を実施するか否かは監督職員と協議の
    うえ、決定する。

記述内容

  ②留意点に対する
　　 検討事項及びその理由

分類 評価の視点事項
総合評価落札方式

6
(2×3項目)

※記述された留意点及び検討事項は受注後の施工計画書に反映することとし、検討の実施を確認する。なお、記述内容については施工計画書作成時に
   修正を求める場合がある。

施工
計画

各項目の得
点（素点）を
加算点とす
る。

  ①工事施工上の留意点

※担当する配置予定技術者が記述すること。また、予め複数の候補者とする場合は、当該工事において最も配置の可能性が大と想定される技術者とする。
　 なお、記入者名が未記載の場合又は適切でない場合は施工計画全体を加算点無しとする。

  ③工程表の作成

10

３．施工能力評価型Ⅰ型の求める施工計画①

Ⅳ．施工能力評価型の評価項目・配点等



17

施工計画の欄外

４．施工能力評価型Ⅰ型の求める施工計画の留意点

Ⅳ．施工能力評価型の評価項目・配点等
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５．施工能力評価型Ⅰ型の求める施工計画（様式）

Ⅳ．施工能力評価型の評価項目・配点等
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６．施工能力評価型Ⅰ型の求める施工計画の工程表（様式）

Ⅳ．施工能力評価型の評価項目・配点等
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１．基本方針

簡易型においては、競争参加資格における同種工事の実績について施工量を求めていない。
また、標準型以上は「国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドライン」に基づき、一

定規模以上の工事において、同種の工事として概ね設計規模の７０％程度の施工実績を競争
参加資格として求めている。

項目名を「同種性の高い施工実績（経験）」として、より同種性の高い施工実績を有する場合、
加点の対象とする。
→企業の施工能力及び配置予定技術者の競争参加資格として、同種工事の実績を求める中で
以下の項目 について設定のうえ、実績がある場合に加点する。

①構造形式として当該工事目的物と同等の形式
②工事規模として、当該工事における設計規模以上
③施工条件として当該工事と同等の施工条件
なお、上記項目については②を必須とし、①③については工事内容を踏まえ適宜設定する。
※配置予定技術者の評価にあたり、「現場代理人」として従事した実績を評価する場合は「監

理（主任）技術者」として評価される場合の１／２を加算点として付与する。
なお、「担当技術者」として従事した実績は評価の対象としない。

Ⅴ．同種・類似工事の施工実績（経験）の評価
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２．「より同種性の高い工事」の対象工種

同種工事の規模設定の工種に発注量の多い維持・補修等を追加した。

Ⅴ．同種・類似工事の施工実績（経験）の評価
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３．「より同種性の高い工事」条件の設定方針

Ⅴ．同種・類似工事の施工実績（経験）の評価

発注者、受注者に可能な限り新たな負担とならないよう、以下の方針で条件を設定。
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４．「より同種性の高い工事」の設定例①
■橋梁上部工－多径間連続箱桁橋（案）【既設定工種】

Ⅴ．同種・類似工事の施工実績（経験）の評価
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４．「より同種性の高い工事」の設定例②
■土工－掘削又は盛土（案）【既設定工種】

Ⅴ．同種・類似工事の施工実績（経験）の評価
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４．「より同種性の高い工事」の設定例③
■コンクリート構造物－コンクリート擁壁（案）【新規設定工種】

Ⅴ．同種・類似工事の施工実績（経験）の評価
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１．工事成績評定の評価

Ⅵ ．配点見直し（企業の施工能力）

簡易型

Ⅰ・Ⅱ月

簡易型

Ⅰ・Ⅱ月

施工能力評価型

技術提案評価型

３点

－３点 ０点 ０．５点 １点 １．５点 ２点 ２．５点 ３点

１点 １．５点 ２点 ２．５点

８０点以上
７０点未満 ７２点未満 ７４点未満 ７６点未満 ７８点未満 ８０点未満

７２点以上 ７４点以上 ７６点以上 ７８点以上

Ｈ２５．４～

６５点未満
６５点以上 ７０点以上

－３点 ０点 ０．５点

８０点以上

３点

６点

Ｈ２４．４
～Ｈ２５．３ １．５点 ２点 ２．５点

３点 ４点 ５点

６５点未満

－３点

－６点

０点

０点

０．５点

１点

１点

２点

４点

６点

～Ｈ２４．３

６５点以上 ７８点以上

８０点未満

７０点以上
７５点未満

７５点以上

２点

３点

７４点未満

７４点以上

７６点未満

７６点以上

７８点未満

６５点以上
７０点未満

７０点以上

７２点未満

０点

０点

７０点未満

６０点未満
６０点以上
６５点未満

７２点以上

－４点

－６点

－２点

－３点

※１ 前年度(平成２３年度)の全ての工種を対象とし、調査基準価格を下回った価格で契約した工事の工事成績評定点が60点
以上65点未満の場合は －４点、60点未満の場合は－８点とし、複数工事がある場合は、累積する。なお、当該評価を行った

場合は※１の評価は行わない。

※２ 平成２０年度から平成２３年度に該当工事がない場合は65点とする。（評価は0点とする。）

※３ 平成２２年度及び平成２３年度において、各年度の工事成績評定の平均点がどちらか60点未満の場合は欠格とする。
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２．表彰

加算点の評価方法

認定された企業は、認定後１年間２点
※認定がある場合は、その内容を様式５－１に記
載するものとする。

左記の表彰があれば各表彰年毎に特別優秀1.5
点、優秀１点、入賞0.5点。ただし、各表彰年で複数
表彰を受けている場合においても累積しない。
※表彰がある場合は、その内容を様式５－１に記
載するものとする。

左記の表彰があれば各表彰年度毎に１点。ただ
し、各表彰年度で複数表彰を受けている場合にお
いても累積しない。
※表彰がある場合は、その内容を様式５－１に記
載するものとする。

評価基準 配点評価項目

工事成績優秀企業認定

競争参加資格確認申請書の提出期限の日に、下請
けとして完成し、引渡しが完了した国土交通省近畿
地方整備局発注の工事（港湾空港関係を除く。）に
おける下請け企業表彰（表彰状に記載の年月日の
翌日から２年以内のもの）の有無
（※当該工事と同じ工事種別に限る）

競争参加確認申請書の提出期限の日に、国土交通
省近畿地方整備局発注工事（港湾空港関係除く。）
における工事成績優秀企業としての認定の有無

競争参加資格確認申請書の提出期限の日に、国土
交通省近畿地方整備局発注の工事（港湾空港関係
を除く。）におけるコンクリート構造物品質コンテスの
表彰（表彰状に記載の年月日の翌日から２年以内
のもの）の有無
（※当該工事と同じ工事種別に限る）

優良工事等施工者（安全対策）表彰

優良工事等施工者（技術開発）表彰

優良工事等施工者（工事請負業者）表彰
（局長、事務所長） 左記の表彰があれば各年度毎に局長表彰1.5点、

事務所長表彰１点。ただし、各年度で複数表彰を受
けている場合でも累積しない。
※表彰がある場合は、その内容を様式５－１に記
載するものとする。

コンクリート構造物品質コンテストの表彰

下請け企業表彰

優良工事等施工者（イメージアップ）表彰

平成２２年度及び平成２３年度に元請として完成し、
引渡しが完了した国土交通省近畿地方整備局発注
の工事（港湾空港関係を除く。）における表彰の有
無
（※当該工事と同じ工事種別に限る）

最大
2

（複数ある場
合は累積す

る）

Ⅵ ．配点見直し（企業の施工能力）
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技術名
ＭＣモータグレーダ技術（路盤工）の活用 0.5

ＴＳによる出来形管理技術（土工）の活用

（※盛土、掘削の合計土量が10,000m3未満の工事に限る）
0.5

ＭＣ／ＭＧブルドーザ技術の活用（掘削工に限る） 0.5
ＭＧバックホウ技術の活用 0.5
ＴＳ・ＧＮＳＳ締固め管理技術の活用 0.5
ＴＳによる出来形管理技術（舗装工）の活用 0.5

盛土工においてＭＣ／ＭＧブルドーザ技術により敷均しを行い、Ｔ

Ｓ・ＧＮＳＳ締固め管理技術により品質管理を実施
1.0

配点

Max

1.0
情報化施工技術の活用

評価項目

評価項目 分類 技術名
ＭＣモータグレーダ技術（路盤工）の活用 1.5
ＴＳによる出来形管理技術（土工）の活用 1.5
ＭＣ／ＭＧブルドーザ技術の活用 0.5
ＭＧバックホウ技術の活用 0.5
ＴＳ・ＧＮＳＳ締固め管理技術の活用 0.5
ＴＳによる出来形管理技術（舗装工）の活用 0.5

配点

Max

2.5

一般化

推進技術

実用化

検討等技術

情報化

施工技術

の活用

従
来
方
式

新
方
式

（対応の考え方） ・一般化技術（Ｈ２５年４月１日実施）を項目から除外
・従来方式の対象技術による組み合わせを項目に設定
・次期推進戦略で新たな追加技術はＨ２５年度になってから対応する。

４．情報化施工技術の活用

３．有用な新技術の活用
評価項目 加算点の評価方法

有用な新技術の活用

推奨技術、準推奨技術、設計比較対象技術　１点、
少実績優良技術、活用促進技術　0.5点。複数ある場
合は累積する。
※新技術を活用する場合は、その技術が有用な新技
術とされていることがわかる資料を様式５－２に添付
すること。

評価基準 配点

最大
1

本工事において、新技術情報提供システム（NETIS）登録技術の
うち、有用な技術とされた新技術（推奨技術、準推奨技術、設計
比較対象技術、少実績優良技術、活用促進技術）の活用の有無
※「情報化施工技術の活用」において評価した提案（使用技術が
違う場合でも同等と判断できる提案を含む）は評価しない。

Ⅵ ．配点見直し（企業の施工能力）
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ｄ）現場従事技術者の能力
配置を求める工種は「鋼橋上部工」とし、現場従事技能者の職種等については下記のとおりとする。
なお、現場従事技能者は、雇用されている企業と直接的かつ恒常的な雇用関係（下記８．(１)に示す申請書及び資料の

提出期限の日以前に３ヶ月以上の雇用関係）があり、当該作業の施工期間すべてにおいて従事させること。
ⅰ）登録基幹技能者、基幹技能者の配置の有無。

配置を求める種類は、「橋梁（鋼橋）」とする。

ⅱ）建設マスター（優秀施工者国土交通大臣顕彰を受けた者）の配置の有無。
配置を求める職種は、「橋梁特殊工」「鋼構造物」とする。

ⅲ）現代の名工（厚生労働大臣から卓越した技能者として表彰を受けた者）の配置の有無。
配置を求める技能者は、鋼橋の製作、架設に関する表彰を受けた技能者とする。

ⅳ）技能士（１級）（職業能力開発促進法に基づく技能検定に合格した者）の配置の有無。
配置を求める検定職種は、「鉄工（鋼構造物鉄工作業）」とする。

また、契約後、施工計画書提出時に上記内容が確認できる資料（表彰状、合格証書の写し、恒常的な雇用関係を証明す
る資料等）を提出すること。受注者の責により提案した技能者を現場に従事させなかった場合には、工事成績評定点を減
ずるものとする。

◇技術提案書への記載内容

◇対象工事
・河川維持、道路維持、除雪作業を除く予定価格１，０００万円以上のすべての工事を対象とする。
但し当面の間、河川維持、道路維持、除雪作業を除く予定価格６，０００万円以上のすべての工事を対象として実施する。

・主な工種において、配置を求める技能者等の職種がすべて該当しない場合は、対象外とする。
→但し、登録基幹技能者の職種に該当しなくても、建設マスターに該当する職種がある場合は対象とする。

・営繕工事等において、技能士の配置を予め特記仕様書で義務づけている場合はその技能者については提案を求めない。

◇入札説明書記載例

・配置できる現場従事技能者の職種及び人数を記載
・該当工種の施工期間、すべてに技能者を従事させること
・内容の確認は、受注後、施工計画提出時に確認できる資料（表彰・合格証書の写し、恒常的な雇用関係を証明する資料等）を提出

５．現場従事技能者の配置

Ⅵ ．配点見直し（企業の施工能力）
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Ｐ30

評価項目 ： 現場従事技能者の能力（施工能力等として加点評価）

評価基準 ： （登録）基幹技能者、建設マスター、現代の名工、技能士（特級・１級）の配置を評価

配 点 ：【技術提案評価型】

登録基幹技能者・建設マスター・現代の名工 １．０点

基幹技能者・技能士（特級・１級） ０．５点 → 最大２点

【施工能力評価型】

登録基幹技能者・建設マスター・現代の名工 ２．０点
基幹技能者・技能士（特級・１級） １．０点 → 最大４点

※１職種１名でも配置すれば加点、複数配置は累積するが最大加点は２点

（施工能力評価型は４点）

※下請企業（元請でも可）と「直接的かつ恒常的な雇用関係」を条件。

※対象工種の施工期間、すべてに従事することを条件とする。

発注者が予め配置を求める工種を限定し、対象職種を明示

◇現場従事技能者の評価方法

◇評価の考え方

Ⅵ ．配点見直し（企業の施工能力）
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【災害時建設業事業継続力認定制度】

・建設会社が備えている基礎的事業継続力を近畿地方整備局が評価、適合した建設会社に対して認定証発行（2年間有効）

・建設会社における事業継続計画の策定を促進 し、災害時の減災、早期復旧を図る

・近畿地方整備局管内の災害対応の円滑な実施と地域防災力の向上を図る

○一般競争入札における総合評価の内容

「企業の施工能力等」において加点（１点）

・近畿地方整備局災害時事業継続認定委員会が交付する「認定証」にて評価

近畿地方整備局

災害時建設業事業継続力認定制度

建設会社 建設会社 建設会社

建設会社

申請

認定 申請
申請

申請

認定 認定

認定

・建設業のBCP
（最低限の基礎的継続力）

・災害時の地域貢献

・基礎的継続力の保有
・災害時の地域への貢献

入札時にインセンティブ

2年間認定

・建設業事業継続計画の普及促進 → 地域防災力の向上
・災害時に強い近畿地方の建設業 → 企業力の向上
・災害時の迅速な復旧・復興へ体制 → 地域・社会貢献

【申請・認定の対象】

・建設業法に基づく許可を受け、本店、支店、営業所のいずれか
が近畿地方整備局管内にあり、近畿地方整備局における一般競
争（指名競争）参加資格の認定を受けている会社

【実施スケジュール（予定）】

・平成25年 5月中旬 第3回認定申込み開始（締切7月中旬）

・平成25年 9月下旬 第3回認定会社公表

【平成24年度認定会社（293社）】

６．建設業事業継続計画（ＢＣＰ）認定の有無
■建設業BCP認定 初年度 293社認定（平成24年度2回認定）
■第3回申込受付は5月中旬予定

31

｝

Ⅵ．配点見直し（企業の施工能力）
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32

福井県 三重県

滋賀県 京都府

大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

一般土木府県別認定社数

認定会社内訳（一般土木）

Ⅵ．配点見直し（企業の施工能力）
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Ｐ33Ⅶ ．配点見直し（配置予定技術者の能力）

１．監理技術者等としての施工経験 など

加算点の評価方法

直轄の工事 ４点、他省庁・特殊法人等☆１・
府県・政令市、地方道路公社☆２・日本下水
道事業団☆３の工事 ２点。
※現場代理人として従事した経験を評価する
場合は上記加算点の１／２とする。

工事成績評定が80点以上 ６点、78点以上
80点未満 ５点、76点以上78点未満 ４点、74
点以上76点未満 ３点、72点以上74点未満
２点、70点以上72点未満 １点、70点未満 ０
点とする。
※現場代理人としての同種工事の経験の場
合は上記加算点の１／２とする。

左記の表彰があれば各年度毎に１点、複数
ある場合は累積する。
※表彰がある場合は、その内容を様式５－１
０に記載するものとする。

推奨単位数以上の履修実績があれば２点。
※各機関における継続学習の履修実績の証
明書等を様式５－１１に添付するものとする

評価項目 評価基準

継続学習制度（ＣＰＤ）

4

各継続学習実施機関の推奨単位数以上の履修実
績で評価

技術者表彰

監理技術者・主任技術者または現場代理人として
従事した同種工事の経験

平成２０年度から平成２３年度に元請として完成・引
渡しが完了した国土交通省近畿地方整備局発注の
工事（港湾空港関係を除く。）における表彰の有無
（※当該工事と同じ工事種別に限る）

4

監理技術者・主任技術者または現場代理人として
従事した同種工事の経験の工事成績評定。ただし
平成１７年度以降に今回申請者（合併、事業譲渡前
の者を含む）が元請として完成し、引渡しが完了した
近畿地方整備局発注の工事（港湾空港関係を除
く。）であること。（※当該工事と同じ工事種別に限
る）

同種工事の経験についての工事
成績評定 6

配点

2

同種工事の経験における監理技
術者等としての施工経験の有無
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２．工事成績評定

施工能力評価型

技術提案評価型 ６点

７０点未満

４点 ５点 ６点

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点

０点 １点 ２点 ３点

７６点以上 ７８点以上
８０点以上

７２点未満 ７４点未満 ７６点未満 ７８点未満 ８０点未満

７０点以上 ７２点以上 ７４点以上

Ｈ２５．４
～

Ⅶ．配点見直し（配置予定技術者の能力）
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１．地元企業活用審査型の実施

Ⅷ．平成２４年度に引き続きの取り組み

２．若手技術者の育成とベテラン技術者の活用に向けた取り組み

３．特定専門工事審査型総合評価落札方式の試行

５．災害廃棄物を原燃料としたセメント使用に関する評価

４．特定専門工事業審査型施工体制評価型方式の試行

６．二封筒事後審査型の試行
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○現場経験が少ない等、監理（主任）技術者として配置されにくい若手技術者の育成、技術力向上を目的として、
若手技術者に経験豊富な専任補助者を配置（ダブル専任）出来る工事を試行。

◇専任補助者としての条件

・当該工事において配置予定技術者として求める資格を１０年以上有していること
・監理技術者として当該工事において配置予定技術者として求める同種工事の実績を有すること
・直接的かつ恒久的な雇用関係（申請書の提出期限の日以前に３ヶ月以上の雇用関係）があること
・現場代理人（現場常駐）として当該工事に専任で配置できること（原則、変更は認めない）
・申請時において専任（予定）補助者として複数の申請は認めない
・ＣＯＲＩＮＳ登録は現場代理人としての実績として登録

◇具体の試行内容

１）競争参加資格の確認

従来、総合評価において配置予定技術者を評価の対象としていたが、
配置予定技術者に変わり、専任補助者を評価の対象と出来る。

配置予定技術者について同種工事の経験を有する。

配置予定技術者又は専任補助者のいずれかが同種工事の経験を有する。

【従来】

【試行】

◇専任補助者を立てる場合の配置予定技術者としての条件

・配置予定技術者は当該工事において求める資格を３年以上有していること

Ⅷ．平成２４年度に引き続きの取り組み

２．若手技術者の育成とベテラン技術者の活用に向けた取り組み
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２）総合評価における加点（配置予定技術者の能力）

①同種工事の経験における監理技術者等としての施工経験の有無（簡易型の場合）

直轄の工事 ２点
他省庁・特殊法人等 １点
※現場代理人として従事した経験を
　 評価する場合は上記加算点の１／２
　 とする。

配点評価項目 加算点の評価方法

同種工事の経験における
監理技術者等としての施工
経験の有無

2

監理技術者・主任技術者または現場代理人として従事
した同種工事の経験
※現場代理人として従事した同種工事の経験の評価は、
同種工事の施工時に本工事で競争参加資格として求め
る国家資格等を有していた場合に限る。

評価基準

配置予定技術者又は専任補助者のいずれかの経験として、評価の高い者を加点の対象とする。

【従来】

【試行】

②技術者表彰（簡易型の場合）

左記の表彰があれば各年度毎に0.5点、
複数ある場合は累積する。

配点評価項目 加算点の評価方法

平成２０年度から平成２３年度に元請として完成・引渡
しが完了した国土交通省近畿地方整備局発注の工事
（港湾空港関係を除く。）における表彰の有無

技術者表彰 2

評価基準

【従来】

配置予定技術者又は専任補助者のいずれかの実績として、評価の高い者を加点の対象とする。

【試行】

Ⅷ．平成２４年度に引き続きの取り組み



38

東日本大震災の被災地における災害廃棄物処理の推進を図るため、国土交通省直轄工事のうち、コンク

リートを主要工種に含む工事において、災害廃棄物を原燃料としたセメント（対象セメント）を使用する企業を総

合評価で加点（２点程度）評価する。

【対象セメント利用評価のスキーム】 対象セメント供給側による１）対象セメントが震災廃棄物由来であることの確認、２）放射能
汚染に対する安全性等の確認、３）合理的価格での供給 等の措置を実施。

受注者

工事請負

契約

発 注 者

競争参加者

○競争参加者は、対
象セメント使用の有
無を技術資料提出
時に提出

対象セメント
使用の有無

○総合評価で加
点評価

生コン会社等

購入契約

対象セメント
使用証明書

○対象セメント使
用証明書等を提
出

○使用を宣言した
が、実際に使用
しない場合、ペ
ナルティ

入札段階 完了検査時

◆実施対象地域については、対象セメントの供給状況等を踏まえ本省において検討 (H24.12 現在 岩手県、埼玉県が対象)

５．災害廃棄物を原燃料としたセメント使用に関する評価

Ⅷ．平成２４年度に引き続きの取り組み
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１次審査 ２次審査

① 丹波綾部道路桧山高架橋上部工事

② 近畿自動車道紀勢線右会津川橋上部工事

③ 近畿自動車道紀勢線田野井第二トンネル工事

④ 近畿自動車道紀勢線周参見改良工事

⑤ 近畿自動車道紀勢線左会津川橋上部工事 鋼橋

⑥ 近畿自動車道紀勢線西津浦トンネル工事 土木

⑦ 大和御所道路玉手１号橋鋼上部工事 鋼橋

⑧ 紀北東道路中津川地区改良工事 土木

⑨ 紀北東道路窪谷川橋鋼上部工事

⑩ 紀北東道路堂田川橋鋼上部工事

選抜方式

鋼橋

技術提案により５社を選定

技術提案により５社を選定

試行
番号

工事名 工種発注タイプ

高度技術提案

技術提案＋ヒアリング

ヒアリング

企業の施工能力等により１０社を選定 技術提案＋ヒアリング

技術提案により５社を選定

鋼橋

高度技術提案型（ＡⅢ型）

ＷＴＯ標準型（Ⅰ型）

ＷＴＯ標準型（Ⅱ型）

非ＷＴＯ標準型（Ⅱ型）

土木

１．２４年度 段階選抜方式の試行案件一覧

Ⅸ．段階選抜方式

平成２４年度において下記の１０件の試行を実施
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※年末・年始期間を含む

9/4 10/1 11/2 11/19 12/21 1/25 2/8
27日 17日 ※35日 14日

【２６者】 【８者】 【８者】 【８者】

落
札
者
決
定

２
次
審
査

施
工
体
制
確
認

公
告

申
請
書
及
び
資
料
の
提
出

33日

指
名
・
非
指
名
の
通
知

（２
次

審

査

資

料

の

提

出

依

頼

）

１
次
審
査

（選
抜

）

2位同点者含む

申
請
書
及
び
資
料
の
提
出

32日

競
争
参
加
資
格
の
通
知

入
札

２．段階選抜方式の試行例①

指名

非指名

得
点

●手続きの流れ（公告～落札者決定まで１５８日）

●評価結果

工事名 近畿自動車道紀勢線田野井第二トンネル工事 工種 一般土木 発注タイプ
ＷＴＯ

標準Ⅰ型
公告日 Ｈ２４年９月４日

提案を求める内容 配点

１次審査項目
（技術提案）

盛土の安定性の確保、向上のための施工
方法の工夫とその効果

３０点

提案を求める内容 配点

覆工コンクリートの品質の確保、向上のた
めの施工方法の工夫とその効果

２０点

ヒアリング（技術提案に対する理解度） －

２次審査項目
（技術提案）
（ヒアリング）

・申請者２６者の内、１次審査で上位８者を選抜。（２位同点者含む）
・指名者と非指名者の得点差は３点。
・２次審査におけるヒアリングでは評価率が全社１．０（減点無し）であった。

Ⅸ．段階選抜方式
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※年末・年始期間を含む

9/4 10/1 11/2 11/19 12/21 1/25 2/8
27日 17日 ※35日 14日

【２８者】 【１０者】 【１０者】 【１０者】
3位同点者含む

32日

競
争
参
加
資
格
の
通
知

入
札

落
札
者
決
定

１
次
審
査

（選
抜

）

２
次
審
査

施
工
体
制
確
認

公
告

申
請
書
及
び
資
料
の
提
出

33日

指
名
・
非
指
名
の
通
知

（２
次

審

査

資

料

の

提

出

依

頼

）

申
請
書
及
び
資
料
の
提
出

指名

非指名

得
点

●手続きの流れ（公告～落札者決定まで１５８日）

●評価結果

工事名 近畿自動車道紀勢線周参見改良工事 工種 一般土木 発注タイプ
ＷＴＯ

標準Ⅰ型
公告日 Ｈ２４年９月４日

提案を求める内容 配点

１次審査項目
（技術提案）

切土の安定性の確保、向上のための施工
方法の工夫とその効果

３０点

提案を求める内容 配点
鉄筋コンクリート函渠及び地盤改良（函渠
部）の品質の確保、向上のための施工方
法の工夫とその効果

２０点

ヒアリング（技術提案に対する理解度） －

２次審査項目
（技術提案）
（ヒアリング）

・申請者２８者の内、１次審査で上位１０者を選抜。（２位同点者含む）
・指名者と非指名者の得点差は３点。
・２次審査におけるヒアリングでは評価率が全社１．０（減点無し）であった。

２．段階選抜方式の試行例②

Ⅸ．段階選抜方式
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※年末・年始期間を含む

9/21 10/2 10/26 11/13 12/21 1/15 2/5
11日 18日 ※25日 21日

【１４者】 【１０者】 【９者】 【８者】
辞退1者 辞退1者

申
請
書
及
び
資
料
の
提
出

38日

競
争
参
加
資
格
の
通
知

入
札

落
札
者
決
定

２
次
審
査

施
工
体
制
確
認

公
告

申
請
書
及
び
資
料
の
提
出

（技
術

提

案

以

外

）

24日

指
名
・
非
指
名
の
通
知

（２
次

審

査

資

料

の

提

出

依

頼

）

１
次
審
査

（選
抜

）

指名

非指名

得
点

●手続きの流れ（公告～落札者決定まで１３７日）

●評価結果

入札
辞退

工事名 紀北東道路中津川地区改良工事 工種 一般土木 発注タイプ
非ＷＴＯ

標準Ⅱ型
公告日 Ｈ２４年９月２１日

提案を求める内容 配点

１次審査項目
（企業の施工能力等）

工事成績・表彰・配置予定技術者の能
力、地域精通度、社会・地域貢献等

３０点

提案を求める内容 配点
鉄筋コンクリート函渠及び地盤改良の品
質の確保、向上のための施工方法の工夫
とその効果

２０点

ヒアリング
（技術提案に対する理解度）
（技術者の監理能力）

－

２次審査項目
（技術提案）
（ヒアリング）

辞退

ヒアリングにより２点減点
（１次審査時２０点）

・申請者１４者の内、１次審査で上位１０者を選抜。
・指名者と非指名者の得点差は１点。
・２次審査におけるヒアリングにおいて、Ａ社配置予定技術者の工事実績経験に係る説明が無かった為、監理能力の評価率を０．５とした。

２．段階選抜方式の試行例③

Ⅸ．段階選抜方式
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30日 10日
（30） （65） （105）

落

札

者

決

定

30日
(95)

審

査

公

告

申

請

書

及

び

資

料

の

提

出

35日

競

争

参

加

資

格

の

通

知

入

札

施

工

体

制

確

認

標準日数として手続き期間を比較。（施工体制確認期間は１０日間として設定）
30日 15日 30日 10日
（30） （65） (80) (115) (145) （155）

競

争

参

加

資

格

の

通

知

入

札

落

札

者

決

定

１

次

審

査

（選

抜

）

２

次

審

査

（ヒ
ア

リ

ン

グ

含

む

）

施

工

体

制

確

認

公

告

申

請

書

及

び

資

料

の

提

出

35日

指

名

・

非

指

名

の

通

知

（２
次

審

査

資

料

の

提

出

依

頼

）

申

請

書

及

び

資

料

の

提

出

35日

30日 30日 10日
（30） （65） (95) （105）

落

札

者

決

定

審

査

施

工

体

制

確

認

公

告

申

請

書

及

び

資

料

の

提

出

35日

競

争

参

加

資

格

の

通

知

入

札

30日 10日
（30） （65） (95) （105）

30日

施

工

体

制

確

認

落

札

者

決

定

１

次

審

査

（選

抜

）

２

次

審

査

（ヒ
ア

リ

ン

グ

）

入

札

公

告

申

請

書

及

び

資

料

の

提

出

35日

指

名

・

非

指

名

の

通

知

（競

争

参

加

資

格

の

通

知

）

25日 15日 10日
（25） （60） (75) （85）

公

告

申

請

書

及

び

資

料

の

提

出

35日

競

争

参

加

資

格

の

通

知

入

札

落

札

者

決

定

審

査

施

工

体

制

確

認

Ｗ
Ｔ
Ｏ
標
準
１
型

段
階
選
抜

従
来
方
式

Ｗ
Ｔ
Ｏ
標
準
２
型

段
階
選
抜

従
来
方
式

非
Ｗ
Ｔ
Ｏ
標
準
２
型

段
階
選
抜

従
来
方
式

１５５日

１０５日

１０５日

１０５日

10日 15日 15日 10日
（10） （40） (55) (90) (95) （115）

競

争

参

加

資

格

の

通

知

入

札

落

札

者

決

定

１

次

審

査

（選

抜

）

２

次

審

査

（ヒ
ア

リ

ン

グ

含

む

）

施

工

体

制

確

認

公

告

申

請

書

及

び

資

料

の

提

出

30日

指

名

・

非

指

名

の

通

知

（２
次

審

査

資

料

の

提

出

依

頼

）

申

請

書

及

び

資

料

の

提

出

35日

１１５日

８５日

Ⅸ．段階選抜方式
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３．段階選抜方式の試行（入札参加者数の比較及び試行結果）
各工種について、過去３年間の平均競争参加者数を比較。

競
争
参
加
者
数

◆試行結果について
・ ＷＴＯ（標準Ⅰ型）工事の場合、公告から落札決定まで、従来方式と比較して手続き期間が約５０日程

度長くなる。
・ 非ＷＴＯ工事の場合、公告から落札決定まで、従来方式と比較して手続き期間が約３０日程度長くなる。
・ 指定テーマによっては、加算点に差がつきにくい為、同点者により選抜者数が増える傾向がある。
・ ヒアリングによる評価において、加算点が減点となった者は６９者中、１者のみであった。
・ ヒアリングによる評価については、殆ど差がつかない為、２次審査においてヒアリングのみ実施する場合

（ＷＴＯ 標準Ⅱ型）、結果として１次審査時点の加算点で評価が決定する。

・ 鋼橋上部工事及び非ＷＴＯ工事については入札参加者数が比較的少い。

Ⅸ．段階選抜方式
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【非ＷＴＯ工事】
＜１次審査：企業評価等（上位１０者を選定）、２次審査：技術提案＋ヒアリング＞

競争参加者が少ないうえ、手続き期間が３０日程度長くなり、段階選抜方式を適用するメリット
が小さいことから、今後は試行を行わない。

【ＷＴＯ工事（標準型Ⅱ型）】
＜１次審査：技術提案（上位５者を選定）、２次審査：ヒアリング＞

指定テーマが１つであることから同点者が多く、技術提案の差もつきにくくなっている。

また、２次審査（ヒアリング）において評価に差がつきにくいこともあり、結果、技術提案評価の
高い者に早い段階で絞り込むメリットが小さいことに加え、選抜されなかった競争参加者からの不
満も大きくなることから、今後は試行を行わない。

【ＷＴＯ工事（標準Ⅰ型）】
＜１次審査：技術提案（上位５者を選定）、２次審査：技術提案＋ヒアリング＞

競争参加者数が２０者以上見込まれる工事は絞り込みのメリットが大きい。
適用にあたっては、施工箇所等も検討のうえ、競争参加者が２０者以上見込まれる工事（「トン

ネル」、「改良」）において、引き続き試行を行う。
試行にあたっては公告から落札決定まで、極力手続き期間の短縮を図るものとして、２次審査

以降の審査期間を短縮するよう努める。

また、ヒアリングについては、Ｈ２４年度と同様の方式にて引き続き実施する。

４．段階選抜方式の試行結果を踏まえた考察と２５年度実施方針

Ⅸ．段階選抜方式



（４） 低入札対策

近畿ブロック発注者協議会（第８回幹事会）資料
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低入札調査基準価格の見直し（ダンピング対策）

【範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．７０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

【範囲】

予定価格の２／３～８５％

【計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．６０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

【範囲】

予定価格の２／３～８５％

【計算式】

直接工事費の額

共通仮設費の額 合計額

現場管理費×０．２０ ×１．０５

低入札調査基準価格の見直しについて

※低入札価格調査基準価格

調査基準価格とは、予算決算及び会計
令第８５条において、「当該契約の内容に適
合した履行がされないこととなるおそれがあ
ると認められる場合の基準」として、この価
格を下回った場合には調査を行うこととして
いる価格のこと。

H21.4～H23.3   旧公契連（H21）モデル

H25.5～ 新公契連（H25)モデル

【見直し後の範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．８０ ×１．０５

一般管理費等×０．５５

H20.4～H21.3   H20モデルS62.4～H20.3   S62モデル

H23.4～H25.5 旧公契連（Ｈ23）モデル

【見直し後の範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．８０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

（４） 低入札対策



一般管理費等に係る調査基準価格の算入率引上げ（参考）

項 目

一般管理費等
での

構成割合
（H23年度調査）

一般管理費 維持修繕費、事務用品費、通信交通費、動力用水
光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険
料、契約保証費、法定福利費

２９％

従業員給料手当、退職金 ２５％

役員報酬、調査研究費、試験研究償却費、開発償
却費、寄付金、広告宣伝費、交際費、雑費、福利
厚生費

３４％

付加利益 １２％

現在の
算入項目

拡充する
算入項目

算入率
３０％

算入率
３０％

算入率
５５％

算入率
５５％

○現在の一般管理費算入率３０％を、企業を運営する上で不可欠な本社の従業員給与手当等を
含めた５５％まで引き上げる。

（４） 低入札対策 近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）
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（２）適正な施工体制を確保するためのダン
ピングの防止に関すること
いわゆるダンピング受注は、建設業の健全

な発達を阻害するとともに、特に、工事の手
抜き、下請へのしわ寄せ、労働条件の悪化、
安全対策の不徹底等につながりやすいこと
から、各省各庁の長等においては、低入札
価格調査制度及び最低制限価格制度を適
切に活用し、ダンピング受注の排除を図るも
のとする・・・
低入札価格調査制度は、・・・適宜、調査

基準価格を見直すとともに、・・・一定の価格
を下回る入札を失格とする価格による失格
基準を積極的に導入・活用するとともに、そ
の価格水準を低入札価格調査の基準価格
に近づけ、これによって適正な施工への懸
念がある建設業者を適切に排除することな
どにより、制度の実効を確保するものとする。

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための
措置に関する指針（平成23年8月9日閣議決定）

《抜粋》

26.3%
21.4% 23.5% 24.2%

39.3%

50.0%

66.4% 67.8%13.2%
19.0%

21.0%

9.7%

7.1%

5.4%

4.0% 4.2%

34.2% 31.0%

37.0%

43.5%

46.4%

37.5%

26.4% 25.4%
26.3% 28.6%

18.5%
22.6%

7.1% 7.1%
3.2% 2.7%
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～
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満
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～
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0
%
未

満

9
0
%
以

上
～

9
5
%
未

満

9
5
%
以

上
～

1
0
0
%

比
率

落札率

下請企業が赤字の工事かつ平均点未満

平均点未満の工事

下請企業が赤字の工事

下請企業が黒字の工事かつ平均点以上

38件 264件125件56件28件62件81件42件

工事成績評定点が平均点未満

平均点未満かつ下請企業が赤字の工事

平均点未満かつ下請け企業が黒字の工事

平均点以上かつ下請企業が赤字の工事

平均点以上かつ下請け企業が黒字の工事

○ 落札率が低くなると、工事成績評定点が平均点未満となる工
事の割合が増加傾向。

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

（４） 低入札対策
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近畿地方整備局における発注件数に占める低入札の状況（H18年度～H24年度）

近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24【速報値】

7.2億円以上（H22・23は6.9億円以上、H24は5.8億円以上）

3.0億円以上7.2億円未満

2.0億円以上3.0億円未満

1.0億円以上2.0億円未満

1.0億円未満

全体

※ 港湾空港部を除く

施工体制確認型

（1億円以上）

Ｈ２４年度において、低入札案件は９件（速報値）。

※高度技術提案型以外の５件について、

一般土木D等級 １件 （入札参加者：３者）

通信設備 ２件 （入札参加者：１者、３者）

暖冷房衛生設備A等級 １件 （入札参加者：６者）

維持修繕１件 （入札参加者：６者）

施工体制確認型

（６千万円以上）

全体件数の内、H23.11月より施工体制確認の対
象となった、１千万以上６千万未満の工事は３２３件
（全体の約２９％）。

１千万未満の工事３７件（全体の約３％）を除き、
概ね９７％の工事が施工体制確認型となった。

5.8億円以上のWTO工事において、H24年度４件の
低入札案件。

４件とも高度技術提案型（AⅢ型）の工事で、予定価
格及び調査基準価格は技術評価点の最も高い者で
算出するが、落札者は異なる者であった。

全体件数 全体件数 全体件数 全体件数 全体件数 全体件数 全体件数

　7.2億円以上
（H22･23は6.9億円以上、
　H24･25は5.8億円以上）

15 53.6% 28 1 2.6% 39 3 4.1% 73 0 0.0% 30 1 5.3% 19 0 0.0% 38 4 7.0% 57

　3.0億円以上 7.2億円未満 12 46.2% 26 3 5.5% 55 0 0.0% 61 0 0.0% 41 0 0.0% 40 0 0.0% 38 0 0.0% 36

　2.0億円以上 3.0億円未満 28 20.1% 139 0 0.0% 155 7 4.1% 169 1 0.7% 141 0 0.0% 135 0 0.0% 183 1 0.5% 219

　1.0億円以上 2.0億円未満 45 20.9% 215 5 2.2% 228 3 1.1% 282 4 1.4% 291 1 0.5% 205 2 0.8% 264 0 0.0% 267

　1.0億円未満 157 17.6% 891 90 11.6% 774 116 15.4% 751 120 16.6% 721 114 18.2% 625 90 16.7% 538 4 0.8% 524

 （0.6億円未満）                  (114) (21.6%) (527) (110) (24.8%) (444) (88) (23.7%) (371) (4) (1.1%) (360)

257 19.8% 1,299 99 7.9% 1,251 129 9.7% 1,336 125 10.2% 1,224 116 11.3% 1,024 92 8.7% 1,061 9 0.8% 1,103

平成２４年度

低入件数(％)

計

予定価格
低入件数(％) 低入件数(％)

平成２３年度

低入件数(％)

平成２２年度

低入件数(％)低入件数(％) 低入件数(％)

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

（４） 低入札対策

H23.11月公告より

１千万円以上
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近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

（４） 低入札対策 府県の実施状況

福井県
５億円以上の工事で

導入
予定価格２億円超

《独自モデル》
旧公契連（H23)モデルの内、直接工事費
の算定式を[直接工事費×1.0]に変更

※(H25.6.10より適用)新公契連（H25)
モデルの内、直接工事費の算定式を

[直接工事費×1.0]に変更

予定価格２億円以下
《独自モデル》

調査基準価格算定式と同じ
事後 事後 事後

滋賀県 ・ＷＴＯ案件を対象

総合評価方式を採用する工
事

ただし、平成25年度は暫定
措置として特別簡易型で実
施する案件は対象から除く

新公契連（H25）モデル

総合評価を採用しない工事
（価格競争による工事および
平成25年度は暫定措置と
して総合評価・特別簡易型

で実施する工事）

新公契連（H25）モデル 事後公表 非公表 非公表

京都府 今後検討 予定価格１億円以上 新公契連（H25）モデル 予定価格１億円未満 調査基準価格を参考に設定

事前公表
※総合評価方式の一部で
予定価格の事後公表を試

行

事後 事後

大阪府 今後検討

土木一式
　3.5億円以上

建築一式
 　6億円以上

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデル適用を検討

中

低入札調査制度を適用しな
い案件

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデル適用を

検討中

  事後公表（試行）
※電子入札システムにより

行う全ての建設工事
事後公表 事後公表

兵庫県
・ＷＴＯ対象工事で導

入
予定価格５億円以上の

建設工事

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデル適用を検討

中
予定価格５億円未満

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデル適用を

検討中
事後 事後 事後

奈良県
予定価格７億円以上

の建設工事に適用（平
成２２年４月１日～）

予定価格５千万円以上の建
設工事

予定価格３千万円以上５千
万円未満の土木一式工事

及び建築一式工事

《独自モデル》H25.6.1～
新公契連（H25）モデルの内、現場管
理費の算定式を「現場管理費×0.85」

に読み替え

低入札調査制度を適用しな
い案件

《独自モデル》H25.6.1～
調査基準価格算定式と同じ

事前公表 事前公表 事前公表

和歌山
県

・WTO対象工事で導入
(H23.1～)

原則として
予定価格１億円以上

旧公契連（H23）モデル
【H25.6.13以降】

新公契連（H25）モデルに準拠
※予定価格の7/10以上

予定価格１億円未満

（直接工事費×1.0＋共通仮設費×
0.9＋現場管理費×0.8＋一般管理

費×0.3）×1.05
【H25.6.13以降】

（直接工事費×1.0＋共通仮設費
×0.9＋現場管理費×0.8＋一般

管理費×0.55）×1.05
※予定価格の7/10以上

事後
【１億円未満事前】

事後 事後

府県市
町

各機関
名

最低制限価格

最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事
算定式
※※

平成25年4月時点
※※低入札対策の算定式は、平成25年5月末時点

予定価格 調査基準価格

低入札調査

対象工事
調査基準価格算定式

※※
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近畿ブロック発注者協議会
（第８回幹事会）

（４） 低入札対策 政令市の実施状況

京都市
４億円以上の工事で

試行

予定価格２億円を超
える

《19.4億円以上の工
事》

旧公契連（H23）モデル
※今年度、新公契連

（H25）モデル改正予定

予定価格２億円以下
《19.4億円以未満》

旧公契連（H23）モデル
※今年度、新公契連

（H25）モデル改正予定

事前公表
《19.4億円以上の工

事は事後公表》
事後公表

事後公表
《１億円未満の工事

は事前公表》

大阪市 検討中
予定価格19.4億円以

上

旧公契連（H21）モデル
※新公契連（H25)モデル

の適用は、今後検討

予定価格19.4億円未
満

旧公契連（H21）モデル
※新公契連（H25)モデル

の適用は、今後検討
事後公表 事後公表 事後公表

堺市 今後検討 6千万円以上
旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデ
ルの適用は、今後検討

予定価格２５０万円超
６千万円未満

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデ
ルの適用は、今後検討

・事前（総合評価落札
方式対象工事は事

後）
・事後 ・事後

神戸市 導入の予定なし
・総合評価を適用する

案件
・予定価格５億円以上

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデ
ルの適用は、今後検討

予定価格５億円未満
（総合評価を適用する

案件以外）

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデ
ルの適用は、今後検討

事前・事後併用 事後公表 事後公表

平成25年4月時点
※※低入札対策の算定式は、平成25年5月末時点

府県市
町

各機関
名

最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事
算定式
※※

予定価格 調査基準価格

低入札調査

対象工事
調査基準価格算定式

※※

最低制限価格
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国土交通省
近畿運輸局

未定
予定価格１千万円以

上
新公契連（H25）モデ

ル
― ― 事後 事後 ―

国土交通省
大阪航空局

予定価格3.0億円以上の土木
工事及び建築工事、450万

SDR以上の専門工事。（施設
等の機能保持又は原状回復
のための維持工事を除く。）

予定価格１千万円以
上

新公契連（H25）モデ
ル

― ― 事後 事後 ―

海上保安庁
第五管区海上保

安本部
今後検討予定

予定価格１千万円以
上

新公契連（H25）モデ
ル

― ― 事後 事後 ―

海上保安庁
第八管区海上保

安本部
今後検討

予定価格１千万円以
上

新公契連（H25）モデ
ル

― ― 事後 事後 ―

農林水産省
近畿農政局

・２億円以上の工事で導入
予定価格１千万円以

上
新公契連（H25）モデ

ル
― ― 事後 事後 ―

林野庁
近畿中国森林管

理局
未定

予定価格１千万円以
上

新公契連（H25）モデ
ル

― ― 事後 事後 ―

防衛省
近畿中部防衛局

・一式工事　予定価格５億円
以上

・その他工事　予定価格３億円
以上

予定価格１千万円以
上

新公契連（H25）モデ
ル

― ― 事後 事後

平成25年4月時点
※※低入札対策の算定式は、平成25年5月末時点

調査基準価格

低入札調査

対象工事
調査基準価格算定式

※※

最低制限価格府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事
算定式
※※

予定価格

（４） 低入札対策 国機関①の実施状況
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（４） 低入札対策 国機関②の実施状況

警察庁
近畿管区警察局

未定
予定価格１千万円以

上

旧公契連（H23）モデ
ル

※新公契連（H25）モ
デルの適用は、内閣
府通達改正後、見直

し

― ― 事後 非公表 ―

財務省
近畿財務局

未定
予定価格１千万円以

上
新公契連（H25）モデ

ル
― ― 事後 事後 なし

財務省
大阪国税局

導入予定なし 予定価格１千万円超

新公契連（H25）モデ
ル

※6月1日公告文か
ら

― ― 事後 事後 ―

経済産業省
近畿経済産業局

・実績なし
・未定

・実績なし
・未定

－
・実績なし

・未定
― ・非公表 ― ―

環境省
近畿地方環境事務

所
・導入見通し無し ・予定価格１千万円超

新公契連（H25）モデ
ル

無し ― 事後 事後 無し

最高裁判所
大阪高等裁判所

導入済み
予定価格１千万円以

上

旧公契連（H23）モデ
ル

※新公契連（H25）モ
デルの適用は、本年
度中（時期未定）に

見直し予定

事後 事後

平成25年4月時点
※※低入札対策の算定式は、平成25年5月末時点

府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事
算定式
※※

予定価格 調査基準価格

低入札調査

対象工事
調査基準価格算定式

※※

最低制限価格
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福井市 導入予定なし
低入札調査制度は実

施していない
--- 予定価格130万円超

建築一式工事：設計金額の87～
89％間でコンピュータによるランダ

ム設定

建築一式以外の工事：設計金額の
85～87％間でコンピュータによる

ランダム設定

事後公表 --- 事後公表

池田町 実施予定無し 採用していない 採用していない 採用していない 採用していない 公表していない 採用していない 採用していない

近江八幡市 導入予定なし 導入予定なし ---
設計金額130万円以

上

設計金額1,500万円未満は70％
上記金額以上のものは７０％～９
０％の間で、中央公契連モデル
を準用した計算式を用いて算出

する

1,500万円未満　事
前公表

1,500万円以上　事
後公表

導入予定なし

1,500万円未満　事
前公表

1,500万円以上　事
後公表

愛荘町 今後検討 --- ---
全件

（予定価格１３０万円
以上の入札案件）

非公表 事後 --- 非公表

向日市 導入予定なし 実施していない 実施していない
設計金額１３０万円

以上

旧公契連（H23）モデルを基礎と
した独自の算定式

※新公契連（H25)モデルの適用
は、今後検討

指名競争入札＝事
後公表

一般競争入札＝事
前公表する場合あり

---

指名競争入札＝事
後公表

一般競争入札＝事
前公表する場合あり

井手町 未定
設計金額

５，０００万円以上
予定価格の６０％ 工事 事前 事前 事後

平成25年4月時点
※※低入札対策の算定式は、平成25年5月末時点

調査基準価格

低入札調査

対象工事
調査基準価格算定式

※※

最低制限価格府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事
算定式
※※

予定価格

（４） 低入札対策 代表市町村①の実施状況
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（４） 低入札対策 代表市町村②の実施状況

摂津市
未導入

※制限付き一般競
争入札で一部導入

導入実績及び
予定なし

― 工事

・土木一式工事
（直接工事費×９５％＋共通仮設費×９０％＋現場
管理費×７０％＋一般管理費×３０％）×１．０５

・建築一式工事
（直接工事費×９２％＋共通仮設費×８７％＋現場
管理費×６７％＋一般管理費×３０％）×１．０５

・その他工事
予定価格の８５％×１．０５

（※全て消費税を掛ける前に千円未満切り捨て）
※新公契連（H25)モデルの適用の予定はないが、

状況により検討

事前 導入なし 事後

千早赤阪村 ― ― ― 建設工事一式
旧公契連（H23）モデル

※新公契連（H25)モデルの適用を検討中
事前 ―

原則、事前（指名競
争入札）

原則、事後（一般競
争入札）

多可町 今後検討 予定価格１億円以上

（直接工事費×0.95＋共通仮設
費×0.9＋現場管理費×0.7＋

一般管理費×0.3）×1.05
※新公契連（H25)モデルの適

用予定なし

予定価格一億円未
満

１３０万円以上

（直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費
×0.7＋一般管理費×0.3）×1.05

※新公契連（H25)モデルの適用予定なし
事後 事後 事後

御所市 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中 事前 未設定 未設定

斑鳩町 未導入 すべての工事

旧公契連（H23）モデル
※6月1日より新公契連（H25)

モデルを適用
　ただし、その割合が１０分の
９を超える場合にあっては、1
０分の９とし、１０分の７に満
たない場合にあっては１０分

の７とする。

対象なし 事前 事前 事後

岩出市 導入予定なし 制度未導入 制度未導入 原則、全ての工事 非公表 事前 制度未導入 事後

上富田町 導入予定なし 実施していない ― 実施していない ― 事前 ― 事前

予定価格 調査基準価格

低入札調査

対象工事
調査基準価格算定式

※※

最低制限価格

平成25年4月時点
※※低入札対策の算定式は、平成25年5月末時点

府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事
算定式
※※
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（４） 低入札対策 関係機関①の実施状況

西日本高速道路株式会社
関西支社

未導入（予定なし）
予定価格が２５０万円

以上

調査基準価格（当社における低入札基準価
格）

＝直接工事費*0.95
＋共通仮設費*0.9
＋一般管理費*0.3

※上限90%－下限75%
※新公契連（H25）モデルの適用を検討中

価格落札方式（1億円未
満）の土木工事系工種

※土木工事系工種：
土木・土木補修・舗装・
PC橋上部工・鋼橋上部
工・建築・電気・管・区画
線・のり面処理・防護さ
く・遮音壁・標識・道路保
全土木・道路保全施設

【土木工事】
最低制限価格

＝直接工事費＋共通仮設費
＋現場管理費*0.25

【上記以外の土木工事系工
種】

最低制限価格＝直接工事費
＋共通仮設費

※上限85%－下限75%

事後 事後 事後

本州四国連絡高速道路
株式会社

現在、導入予定なし
予定価格１千万円以

上

旧公契連（H23）モデル
（今後、新公契連（H25）モデルを導入する

予定）
未導入 --- 事後 事後 ---

阪神高速道路株式会社 ・検討中
・契約制限価格が１千

万円超

・新公契連（H25）モデル
（工種が「電気、電気通信及び機械器具設
置以外」に係る工事）H25.5.16から適用

（直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋
現場管理費×0.8＋一般管理費×0.55）×

1.05
（工種が「電気、電気通信及び機械器具設

置」に係る工事）H25.5.16から適用
（直接工事費【製品費を除く】×0.95＋直接
工事費【製品費】×0.85＋共通仮設費×
0.9＋現場管理費×0.8＋一般管理費×

0.55）×1.05

設定無し --- 事後 事後 設定無し

新関西国際空港株式会社 今後検討
３千万円以上で、競争

に付する工事

調査基準額は、契約制限価格の１０分の７．５
～３分の２

契約制限価格の算出基礎額＝（直接工事費
＋共通仮設費＋現場管理費相当額×0.2）×

1.05

設定なし 設定なし
事後（随意契約の場

合を除く。）
調査の有無のみ 設定なし

独立行政法人
 京都国立博物館

今後検討
予定価格１千万円以

上
新公契連（H25）モデル 未導入 事後 事後 事後

平成25年4月時点
※※低入札対策の算定式は、平成25年5月末時点

調査基準価格

低入札調査

対象工事
調査基準価格算定式

※※

最低制限価格府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事
算定式
※※

予定価格
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独立行政法人
国立文化財機構
 奈良国立博物館

今後検討
予定価格１千万円以

上
新公契連（H25）モデル 無し 事後 事後 無

独立行政法人
 京都国立近代美術館

今後検討 予定価格が１千万超

予定価格算出の基礎と
なった直接工事費から直
接仮設工事費相当額を

控除した額

予定価格が２億円超
文教施設部の基準に準

拠する。
事後

事後
（総合評価落札方式
でない場合は非公表）

事後
（総合評価落札方式
でない場合は非公表）

独立行政法人
 国立国際美術館

今後検討 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討

独立行政法人
 国立文化財機構

 奈良文化財研究所
今後検討

予定価格１千万円以
上

新公契連（H25）モデル 無 無 事後 事後 無

独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備

支援機構
鉄道建設本部　大阪支社

不明
予定価格が２５０万円

超
新公契連（H25）モデル 無 無 事後 事後 無

独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備

支援機構
国鉄清算事業　西日本支

社

なし
予定価格が２５０万円

超
新公契連（H25）モデル なし なし 事後 事後 なし

平成25年4月時点
※※低入札対策の算定式は、平成25年5月末時点

府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事
算定式
※※

予定価格 調査基準価格

低入札調査

対象工事
調査基準価格算定式

※※

最低制限価格

（４） 低入札対策 関係機関②の実施状況
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（４） 低入札対策 関係機関③の実施状況

独立行政法人
都市再生機構　西日本支社

・無し
・今後検討

予定価格１千万円以
上

新公契連（H25）モデル なし なし 事後 事後 なし

独立行政法人
日本原子力研究開発機構

関西光科学研究所
今後検討

予定価格１千万円以
上

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25)モデルの適用を調整中

なし なし 事後 事後 ―

独立行政法人
 日本原子力研究開発機構

敦賀本部
今後検討

予定価格１千万円以
上

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25)モデルの適用を調整中

― ― 事後 事後 ―

独立行政法人
 日本万国博覧会記念機構

今後検討
予定価格１千万円以

上
旧公契連（H23）モデル

※新公契連（H25)モデルの適用を調整中
なし なし 事後 事後 なし

独立行政法人
 水資源機構　関西支社

予定価格が2億円以
上で本社契約となる工

事

予定価格１千万円以
上

新公契連（H25）モデル 未導入 ― 事後 事後 未導入

日本下水道事業団　近畿・中国
総合事務所

導入予定なし
予定価格１千万円以

上

・（土木）：
   直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場

管理費×0.8+一般管理費×0.55
・（建築）：

 （直接工事費-現場管理費相当額）×0.95+共
通仮設費×0.9+（現場管理費+現場管理費相

当額）×0.8+一般管理費×0.55
※現場管理費相当額＝直接工事費×0.1

・（機械・電気）：
   機器費×0.9+直接工事費×0.95+共通仮設
費×0.9+ （現場管理費+据付間接費+設計技

術費）×0.8+一般管理費等×0.55

導入していない ― 原則事後 事後 -

府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事
算定式
※※

予定価格

平成25年4月時点
※※低入札対策の算定式は、平成25年5月末時点

調査基準価格

低入札調査

対象工事
調査基準価格算定式

※※

最低制限価格
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北海道開発局 技術管理企画官 殿 

沖縄総合事務局 技術管理官  殿 

 

大臣官房 技術調査課      

建設システム管理企画室長 

 

平成 24 年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行について 

 

平成 24 年度補正予算の執行においては、「平成 24 年度補正予算等に係る国土交通省

所管事業の執行に向けた入札・契約業務等の円滑な実施について」（平成 25 年 1 月 15

日付け国官総第 279 号、国官会第 2589 号、国地契第 69 号、国官技第 247 号、国営管

第 386 号、国営計第 86 号、国北予第 45 号）（以下「大臣官房長通知」という。）及び

「平成 24 年度補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行に向けた入札・契約業務等

の円滑な実施に関する具体的手続きについて」（平成 25 年 1 月 15 日付け国地契第 70

号、国官技第 248 号、国営管第 387 号、国営計第 87 号、国港総第 384 号、国港技第

95 号、国空予管第 449 号、国空安保第 499 号、国空交企第 518 号、国北予第 46 号）

にて通知しているところであるが、早期の予算執行に万全を期するため、当分の間、積

算方法等に係る下記の試行を進めることとするので、各地方整備局等においては、工事

の発注量や資機材、労務の需給に係る状況等から入札不調・不落や資機材の不足が懸念

される地域では、必要と思われる試行項目を積極的に適用するよう管内所管部局を指導

するなど、適切に運用されたい。 

 

記 

 

１．施工箇所が点在する工事の間接費の積算について 

 

（１）趣旨 

「施工箇所が点在する工事の積算方法について」（平成 24 年 2 月 14 日付国技建第５号）

（以下、「室長通知」という。）により、「市町村をまたぎ、施工箇所が複数ある工事に

ついては、工事箇所（市町村単位）ごとに共通仮設費、現場管理費の算出を可能とする。」

こととしているところであるが、広域の市町村も存在している状況等を鑑みると、積算

額と実際に要する費用との間になお乖離が生じる場合も考えられる。 

 
 

また、平成 24 年度補正予算の執行にあたっては、大臣官房長通知において、事業執

行の迅速化や効率化に資する適切な規模での発注を行うこととされている。このため、

早期の予算執行に万全を期すため、室長通知に定める工事箇所の範囲を細分できること

とする。 

 

（２）対象工事 

 平成 24 年度補正予算の成立日以降に入札契約手続きを開始する工事において、施工

箇所が複数あり、施工箇所の点在範囲が５ｋｍ程度を超え、工事の施工形態等を考慮す

ると、同一施工箇所として取り扱った場合に積算額と実際に要する費用との間に乖離が

生じるおそれがあると発注者が判断するもの。 

 

（３）工事箇所の設定方法 

 施工箇所が点在する工事については、原則として市町村単位で工事箇所を設定した上

で、なお施工箇所が点在する工事箇所について、点在範囲が５ｋｍ程度を越えなくなる

回数を限度に細分できることとする。 

 

（４）主な手続き 

① 入札公告及び入札説明書に、以下の記載例を参考に、本試行の対象であることを

記載するものとする。 

＜記載例＞ 

本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準

積算と施工実態に乖離が考えられるため、『○○地区』（施工箇所○○、○○）『△△地

区』（施工箇所○○、施工箇所○○）、『□□地区』（施工箇所○○）ごとに共通仮設費

及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行工事」である。 

 

② 特記仕様書に、以下の記載例を参考に本試行の対象工事であることを記載するも

のとする  

＜記載例＞ 

第◇条 施工箇所が点在する工事の積算方法の試行工事 

（１）本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費につ

いて標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、『○○地区（施工箇所○○、

○○）、△△地区（施工箇所○○）、□□地区（施工箇所○○）（以下、対象地

区という）』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在す

る工事の積算方法の試行工事」である。 

（２）本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を

合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出
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した現場管理費を合計した金額とする。 

    なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（大都市、施工地域等）につ

いては、対象地区毎に設定する。 

（３）本工事は、「間接工事費等諸経費動向調査」の対象工事であり、別途監督

職員より通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行う。 

     調査票は、工事終了後速やかに監督職員に提出するものとする。又、調査

票の聞き取り調査等を実施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の

根拠となった契約書等を提示するものとする。 

注）『○○地区（施工箇所○○、○○）』『△△地区（施工箇所○○』『□□地区（施

工箇所○○）』の部分には、共通仮設費及び現場管理費を個別に積み上げる地区及

び橋梁名等を記載する。 

 

 

２．遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について 

 

（１）趣旨 

 平成 24 年度補正予算の執行に伴う工事においては、一部の建設資材のひっ迫が生じ、

通常は地域内から調達している砂利等の建設資材についても、安定的に確保するために

場合によっては遠隔地から調達せざるを得なくなる場合が想定される。 

このため、建設資材のひっ迫が懸念される地域においては、当該建設資材について当

初に調達条件を明示した上で、工事実施段階において当初の調達条件によりがたい場合

には輸送費や購入費用など調達の実態を反映して設計変更を行うこととする。 

 

（２）対象工事 

・平成 24 年度補正予算の成立日以降に入札契約手続きを開始する工事 

・平成 24 年度補正予算の成立日以降に既契約工事に追加する工事 

 

（３）設計変更対象項目 

 通常、地域内から調達する採石、土砂等の建設資材の購入、輸送費等の調達に要する

費用及び通常、特定の所在地から調達する仮設材の輸送費等の調達に要する費用。なお、

ここでいう「地域」及び「所在地」とは、各地方整備局にて通常の工事積算で使用して

いる基準を使用することとする。 

 

 
 

（４）主な手続き 

 

① （２）の工事においては、特記仕様書に以下の記載例を参考に、本試行の対象で

あることを記載するものとする。 

 

＜記載例＞ 

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安

定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、

事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費

用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、そ

の費用について設計変更することとする。 

 

 

 

 

 

 

② 受注者は、当初契約締結後において、安定的な確保を図るために、建設資材を当該

地域以外から調達せざるを得なくなった場合には、事前に監督職員と協議するもの

とする。 

 

③ 事前協議した建設資材の調達に係る支出実績を踏まえて設計変更する場合は、最終

精算変更時点において、当該費用に関して実際に支払った全ての証明書類（領収書、

領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出

し、設計変更の内容について協議するものとする。なお、受注者の責めに帰すべき

事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 

 

 

３．地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について 

 

（１）趣旨 

平成 24 年度補正予算の執行に伴う工事においては、今後の工事の本格化に伴って労

務市場がひっ迫し、宿泊費や労働者の赴任手当てなど地域外からの労働者確保が必要に

なる場合が想定されることから、労務のひっ迫が懸念される地域においては、契約締結

後、労働者確保に要する方策に変更があった場合、必要となる費用について設計変更に

より対応できることとする。 

資 材 名 規 格 調達地域等 

骨材 C-40 ○○地区 

土砂  ○○地区 

仮設材（鋼矢板） Ⅳ型 ○○市 



 
 

（２）対象工事の範囲 

・平成 24 年度補正予算の成立日以降に入札契約手続きを開始する工事 

・平成 24 年度補正予算の成立日以降に既契約工事に追加する工事 

 

（３）設計変更の対象項目 

   「土木請負工事の共通仮設費算定基準（昭和 55 年２月 22 日付建設省官技発第

89 号、最終改正：平成 20 年 3 月 24 日付国官技第 314 号）」における下記１）～

３）の項目及び「土木請負工事工事費積算基準（昭和 42 年７月 20 日付建設省官技

発第 35 号、最終改正：平成 24 年 3 月 30 日付国官技第 343 号）」における下記４）

～５）の項目とする（以下「実績変更対象費」という）。 

 １）9（1） ﾆ 労働者の輸送に要する費用 

 ２）9（1） ﾎ 上記ｲ,ﾛ,ﾊに係る土地・建物の借上げに要する費用 のうち『宿泊費』 

 ３）9（1） ﾎ 上記ｲ,ﾛ,ﾊに係る土地・建物の借上げに要する費用 のうち『借上費』 

 ４）3（2） ｲ（ｲ）労務管理費 (あ) 募集及び解散に要する費用 

 ５）3（2） ｲ（ｲ）労務管理費 (え) 賃金以外の食事、通勤等に要する費用  

 

（４）主な手続き 

 

① 入札公告及び入札説明書に、以下の記載例を参考に本試行の対象工事であるこ

とを記載することにより、周知するものとする。  

＜記載例＞ 

本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち

労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）につい

て、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得

ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変

更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難

になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で

設計変更する試行工事である。 

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 

     （宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。） 

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、 

通勤等に要する費用 

 

 

 

 

 
 

 

② 特記仕様書に、以下の記載例を参考に、本試行の対象工事であることを記載す

るものとする。 

＜記載例＞  

第１条 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費

のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」とい

う。）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域

的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労

働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額

相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の

支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事であ

る。 

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 

（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。） 

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に

要する費用 

第２条 受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は工事費構成

書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を

提示するものとする。 

第３条 受注者は、当初契約締結後の単価合意を行う際に、前条で示された

割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施

計画書（様式１）を作成し、監督職員に提出するものとする。 

第４条 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて

設計変更する場合は、変更実施計画書（様式２）及び実績変更対象

費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないもの

は金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、

設計変更の内容について協議するものとする。 

第５条 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事

由による増加費用については、設計変更の対象としない。 

第６条 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設

費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様

式１）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明

書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理

費は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式

１）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類に

おいて確認された費用を加算して算出する。 



 
 

     なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証

明書類をもって金額の変更を行うものとする。 

第７条 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、

法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。 

第８条 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

③ 受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は工事費構成書にて共通

仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示する。 

   （既契約の工事に追加する場合は、速やかに、②の特記仕様書記載例の内容につ

いて、指示を行うとともに、指示後１０日以内に工事費構成書にて当初の共通仮

設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示する。） 

 

④ 受注者は、当初契約締結後の単価合意を行う際に、③により発注者から示され

た割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書

（様式１）を作成し、監督職員に提出するものとする。 

   （既契約の工事に追加する場合は、③により実績変更対象費の割合の提示を受け

た後、速やかに実施計画書（様式１）を作成し、監督職員に提出するものとする。） 
 

⑤ 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更す

る場合は、変更実施計画書（様式２）及び実績変更対象費に実際に支払った全

ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計

算書など。）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 

なお、受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由によ

る増加費用については、設計変更の対象としない。 
 

⑥ 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、

土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式１）に記載された

共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を

加算して算出する。また、現場管理費は、土木工事標準積算基準に基づく算出

額から実施計画書（様式１）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、

証明書類において確認された費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類

の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行う

ものとする。 
 

⑦ 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及

び指名停止等の措置を行う場合があるものとする。 
 

⑧ 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

 
 

４．その他 

東日本大震災被災地で特に被害が大きい岩手県、宮城県及び福島県においては、「被

災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」（平成

24 年 2 月 29 日付け国技建第６号）及び「東日本大震災の復旧・復興事業等における

積算方法等に関する試行について」（平成 24 年 6 月 27 日付け国技建第３号）を通

知しているところであり、本通知と合わせて、必要な試行項目を積極的に活用された

い。 

 

以上 



 
 

様式１   

実績変更対象費に関する実施計画書 

費 目 費 用 内  容 計上額 

借上費 現場事務所、試験室、労働者

宿舎、倉庫、材料保管場所等

の敷地借上げに要する地代及

びこれらの建物を建築する代わ

りに貸しビル、マンション、民家

等を長期借上げする場合に要

する費用 

 

宿泊費 労働者が、旅館、ホテル等に宿

泊する場合に要する費用 

 

営繕費 

労働者送

迎費 

労働者をマイクロバス等で日々

当該現場に送迎輸送（水上輸

送を含む）をするために要する

費用（運転手賃金、車両損料、

燃料費等含む） 

 

共 通 仮

設費 

小  計  

募集及び

解散に要

する費用 

労働者の赴任手当、労働者の

帰省旅費、労働者の帰省手当 

 労 務 管

理費 

賃金以外

の 食 事 、

通勤等に

要する費

用 

労働者の食事補助、交通費の

支給 

 

現 場 管

理費 

小  計  

合  計  

 

 

 

 

 
 

様式２   

実績変更対象費に関する変更実施計画書 

費 目 費 用 内  容 当初 

計上額 

変更 

計上額 

差額 

借上費 現場事務所、試験室、労

働者宿舎、倉庫、材料保

管場所等の敷地借上げ

に要する地代及びこれら

の建物を建築する代わり

に貸しビル、マンション、

民家等を長期借上げす

る場合に要する費用 

   

宿泊費 労働者が、旅館、ホテル

等に宿泊する場合に要

する費用 

   

営 繕

費 

労働者

送迎費 

労働者をマイクロバス等

で日々当該現場に送迎

輸送（水上輸送を含む）

をするために要する費用

（ 運 転手 賃 金、 車両 損

料、燃料費等含む） 

   

共 通

仮 設

費 

小  計    

募集及

び解散

に要す

る費用 

労働者の赴任手当、労

働者の帰省旅費、労働

者の帰省手当 

   労 務

管 理

費 

賃金以

外の食

事 、 通

勤等に

要 す る

費用 

労働者の食事補助、交

通費の支給 

   

現 場

管 理

費 

小  計    

合  計    

 



施工箇所が点在する工事の間接費の積算の要件緩和

10km

点在範囲が5kmを

超えるため細分化
できる。

A市
D市

C町

B村

施工箇所

施工箇所が点在する工事において、間接費をそれぞれ計上できる「工事箇所」の範囲を、市町村単
位から、直径５ｋｍ程度以内の範囲へと要件を緩和。

施工箇所が点在する工事の間接費の積算の要件緩和

3km

点在範囲が5kmを

超えないため、これ以上
細分化できない。

A市D市

C町

B村工事箇所A①

工事箇所A ②
施工箇所 工事箇所Ｂ

施工箇所が点在する工事において、間接費をそれぞれ計上できる「工事箇所」の範囲を、市町村単
位から、直径５ｋｍ程度以内の範囲へと要件を緩和。

7km

点在範囲が5kmを

超えるため細分化
できる。

細分１回目



施工箇所が点在する工事の間接費の積算の要件緩和

3km

点在範囲が5kmを

超えないため、これ以上
細分化できない。

A市D市

C町

B村工事箇所A①

工事箇所A ②

施工箇所

通 常

施設イ

直接工事費

間接工事費Ａ

【工事価格】

間接工事費Ｂ

間接工事費

工事箇所A 工事箇所B

施設ﾛ 施設ﾄ 施設ﾁ 施設ﾘ施設ﾊ 施設ﾆ

施設イ

直接工事費

間接工事費A2

【工事価格】

間接工事費Ｂ

間接工事費

工事箇所A１ 工事箇所B

施設ﾛ

施設ﾄ

施設ﾁ

施設ﾘ施設ﾊ
施設ﾆ

間接工事費A1

工事箇所A２

工事箇所Ｂ

・・・

・・・

施工箇所が点在する工事において、間接費をそれぞれ計上できる「工事箇
所」の範囲を、市町村単位から、直径５ｋｍ程度以内の範囲へと要件を緩和。

Ｈ２４補正予算

5km

細分２回目 点在範囲が5kmを

超えないため、これ以上
細分化できない。

工事箇所A ③

2km
点在範囲が
5km以上

・・・

工事箇所A３

間接工事費A3
※工事箇所Ａ③とＢの距離が５ｋｍ未満で、一体

として扱った場合に支障が無い場合は、市町村
を跨いで、１つの工事箇所として扱うことも可



労働者を遠隔地から調達する場合の追加コストの支払い

積算体系

共通仮設費

積み上げ分

共通仮設費

（率分）

直接工事費

間接工事費

共通仮設費

工事原価

一般管理費

現場管理費

請負工事費

工事価格

消費税相当額

○補正予算の執行を迅速に進めるため、急激な需要増により工事箇所近隣だけでは労働者を確保出来ず、
遠隔地からの労働者で対応せざるを得ない場合には、追加で必要となる赴任旅費や宿泊費等の間接費
について、標準的な積算基準を上回って必要になる分を、設計変更で対応できるようにする。

○特記仕様書等に明示して契約条件とすることによって、入札不調や不落を抑制。

営繕費
•労働者の輸送に要する費用
•宿泊費
•借上費
•倉庫及び材料補完場の営繕に要する費用、他

運搬費
準備費
事業損失防止施設費
技術管理費

通常は、直接工事費等に対する定率
で計上している以下の赤字部分を設計
変更の対象にする。

労務管理費
•募集及び解散に要する費用（赴任旅費等）
•労災保険法等による給付以外に災害時には事業主が負担する費用
•賃金以外の食事、通勤等に要する費用
•慰安、娯楽及び厚生に要する費用、他

安全訓練等に要する費用

･･･

･･･

建設資材の遠隔地からの調達変更に伴う変更手続きについて

○ 急激な需要増により、地域によっては通常地域から調達している砕石等の資材の供給不足が生じる恐れが

あり、不足分を他地域から調達した場合は、他地域から工事現場への輸送費がかかるため、積算額と実際
にかかる費用に乖離が生じる。

○ 工事現場が所在する地区において建設資材の需給ひっ迫等が生じ、他地域からの調達に変更せざるを得

ない場合には、工事の設計変更を行うものとする。

発注官庁

地域外からの調達に係る
費用の増（輸送費等）は
、受注者が負担するしか
ないことから、域外から
の調達が進まない。

他地域

需要ひっ迫に
より域内調達
が困難に

現 状 対 策

工事実施地区

工事受注者

工事実施地区の資材単価で積算・契約

発注官庁

地域外からの調達に係る
費用の増が、設計変更の
対象となることから、必要な
場合には受発注者間で協
議し、域外調達が進む。

他地域

需要ひっ迫に
より域内調達
が困難に

工事実施地区

工事受注者

工事実施地区からの調達を前提条件にしつつ、
地域内からの円滑な調達が困難になった資材は
、資材調達費用について設計変更対応とするこ
とを条件に契約。

○



事 務 連 絡

平 成 ２ ５ 年 ２ 月 ６ 日

各地方整備局 企画部

技 術 管 理 課 長

技 術 調 査 課 長

北海道開発局 事業振興部

技術管理課長補佐

沖縄総合事務局 開発建設部 殿

技 術 管 理 課 長

大臣官房技 術調査課

事業評価・保全企画官 瀬崎 智之

平成24年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行について

標記について、平成25年2月6日付け国技建第７号により大臣官房技術調査課建設シス

テム管理企画室長から各地方整備局技術調整管理官等あて通知されているところである

が、貴管内都道府県政令市へ、貴職から参考に通知願いたい。

また、通知した建設資材や労働者の不足への対策については、貴管内都道府県及び政

令市等とも連携して、実施されたい。

kk222071
下線
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４．その他
建設コンサルタント業務等における品質確保の取り組みについて
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価格競争 プロポーザル 随意契約 総合評価

14

調達方式別発注件数の推移（近畿地方整備局）

発
注
件
数

◇発注件数の推移（港湾空港部は除く）

（平成２５年３月３１日時点）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
価格競争 937 923 708 687 555
プロポーザル 1,081 867 295 319 354
随意契約 119 26 12 74 10
総合評価 59 396 777 763 846

合計 2,196 2,212 1,792 1,843 1,765



建設コンサルタント業務等における入札状況（総合評価落札方式を含む）
【予定価格が１，０００万円超】

○土木コンにおいては、低入札の発生率が低下傾向にある。これは、総合評
価落札方式において履行確実性評価を適用した効果が大きい。

低入札の状況（近畿地方整備局）

23

対象発注
件数

低入件数
低入発生
率

対象発注
件数

低入件数
低入発生
率

対象発注
件数

低入件数
低入発生
率

対象発注
件数

低入件数
低入発生
率

測量 92 22 23.9% 68 21 30.9% 44 17 38.6% 56 12 21.4%

土木関係建設コ
ンサルタント 554 154 27.8% 741 138 18.6% 744 113 15.2% 699 37 5.3%

建築関係建設コ
ンサルタント 3 0 0.0% 4 3 75.0% 9 3 33.3% 3 2 66.7%

地質調査 65 38 58.5% 54 20 37.0% 52 35 67.3% 78 20 25.6%

補償関係コンサ
ルタント 85 23 27.1% 53 22 41.5% 53 13 24.5% 47 13 27.7%

計又は平均 799 237 29.7% 920 204 22.2% 902 181 20.1% 883 84 9.5%

※価格競争のうち予定価格が１０００万円を超える業務（港湾空港部を除く） ※H25.3.31現在

業種区分

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

（港湾空港部を除く）
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総合評価落札方式の適用件数 低入札発生率（％） ※平成25年3月31日現在

9

低入札の発生状況

予定価格が１０００万円を超える業務における低入札発生率の推移
（総合評価落札方式＋価格競争）

（土木コン＋測量＋地質＋建築コン＋補償コン）

○コンサルタント業務全体としては、低入札の発生率は低下傾向にある。

総
合

評
価

落
札

方
式

の
適

用
件

数

低
入
札
発
生
率
（
％
）

平成20年5月
総合評価落札方式
適用開始 平成22年6月

履行確実性評価
適用開始
（2,000万円超）

平成23年4月
履行確実性評価
適用開始
（1,000万円超）

平成24年6月
第三者照査及び
現場常駐の条件
適用開始

（港湾空港部を除く）

16



10

平成２４年度 建設コンサルタント業務等における入札状況（総合評価落札方式を含まない）

低入札等の状況（総合評価落札方式を除く）（近畿地方整備局）

○総合評価落札方式を除くと、低入札
の発生率は非常に高い。

【１，０００万円以下の場合の低入札相当の考え方】
土木コン：品質確保基準価格の比率７５％未満
測量：品質確保基準価格の比率７８％未満
地質：品質確保基準価格の比率８２％未満
建築コン：平均的な調査基準価格の比率７７％未満
補償コン：品質確保基準価格の比率７９％未満

（港湾空港部を除く）

対象発注
件数

低入札件
数

発生率
対象発注
件数

低入札件
数

発生率
対象発注
件数

低入札件
数

発生率

測量 31 12 38.7% 91 46 50.5% 122 58 47.5%

土木関係建設コ
ンサルタント 76 34 44.7% 154 79 51.3% 230 113 49.1%

建築関係建設コ
ンサルタント 2 2 100.0% 44 23 52.3% 46 25 54.3%

地質調査 34 20 58.8% 35 27 77.1% 69 47 68.1%

補償関係コンサ
ルタント 15 13 86.7% 74 50 67.6% 89 63 70.8%

計又は平均 158 81 51.3% 398 225 56.5% 556 306 55.0%

業種区分

1,000万円超 1,000万円以下 合計
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1

建設コンサルタント業務等における
品質確保対策について

平成２５年７月１８日

総合評価委員会資料
（一部調整）



2

総合評価落札方式【業務能力評価型】の試行

平成２４年６月までの取り組み（概要）
・低入札価格調査、第三者により成果品照査、手持ち業務量の制限、調査基準価格の改定、
履行確実性の評価 などを実施

平成２４年６月までの取り組み（概要）
・低入札価格調査、第三者により成果品照査、手持ち業務量の制限、調査基準価格の改定、
履行確実性の評価 などを実施

平成２４年６月以降の取り組み（概要）
・品質確保基準価格の設定（５００万円～１０００万円）、業務実績の要件の強化、第三者照査の条件強化、
現地調査時の管理技術者等の常駐条件の条件強化などを実施

平成２４年６月以降の取り組み（概要）
・品質確保基準価格の設定（５００万円～１０００万円）、業務実績の要件の強化、第三者照査の条件強化、
現地調査時の管理技術者等の常駐条件の条件強化などを実施

平成２５年度の品質確保対策の導入（概要）
※今後は、業界等への説明・周知を図った上で、下半期に導入し、効果検証を行う。

●「簡易な実施方針」を求める総合評価落札方式【業務能力評価型】の試行導入
・履行確実性評価の実施 （５００万円超を超える業務）
・試行実施予定件数

○通常指名型競争入札方式は、事務所１件以上の試行を実施
○（簡易）公募型競争入札方式は、原則、試行を実施

平成２５年度の品質確保対策の導入（概要）
※今後は、業界等への説明・周知を図った上で、下半期に導入し、効果検証を行う。

●「簡易な実施方針」を求める総合評価落札方式【業務能力評価型】の試行導入
・履行確実性評価の実施 （５００万円超を超える業務）
・試行実施予定件数

○通常指名型競争入札方式は、事務所１件以上の試行を実施
○（簡易）公募型競争入札方式は、原則、試行を実施

◆これまでの取り組みと平成２５年度品質確保対策の導入◆これまでの取り組みと平成２５年度品質確保対策の導入

□平成２５年度の品質確保対策の導入について



3

発注方式毎の新たな低価格受注対策

◆発注規模に応じた入札契約方式の試行◆発注規模に応じた入札契約方式の試行

５００万円を超える通常指名競争入札、 （簡易）公募型競争入札において、履行確実性

の評価を実施する総合評価落札方式【業務能力評価型】を試行
併せて、５００万円を超え１０００万円以下の総合評価落札方式においても履行確実性の

評価を拡大

発注方式 低価格受注対策の追加 発注方式 低価格受注対策の追加 発注方式 低価格受注対策の追加

通常指名型
総合評価落札方式
【業務能力評価型】

・簡易な実施方針を求める総合
評価落札方式【業務能力評価
型】を試行

・履行確実性の評価を導入

・低価格受注後はコスト調査を
義務付けを追加

通常指名型
総合評価落札方式
【業務能力評価型】

・簡易な実施方針を求める総合
評価落札方式【業務能力評価
型】を試行

・履行確実性の評価を導入

簡易公募型
総合評価落札方式
【業務能力評価型】

・簡易な実施方針を求める総合
評価落札方式【業務能力評価
型】を試行

・履行確実性の評価を導入

・低価格受注後はコスト調査を
義務付けを追加

簡易公募型
総合評価落札方式
【業務能力評価型】

・簡易な実施方針を求める総合
評価落札方式【業務能力評価
型】を試行

・履行確実性の評価を導入

簡易公募型
総合評価落札方式
【業務能力評価型】

・簡易な実施方針を求める総合
評価落札方式【業務能力評価
型】を試行

・履行確実性の評価を導入

簡易公募型
総合評価落札方式
【業務能力評価型】

・簡易な実施方針を求める総合
評価落札方式【業務能力評価
型】を試行

・履行確実性の評価を導入

・低価格受注後はコスト調査を
義務付けを追加

【総合評価：公募型】
総合評価落札方式 変更なし

【総合評価：公募型】
総合評価落札方式 変更なし

２０００万円超

適用方式なし
【価格競争：指名型】

通常指名競争入札方式

【価格競争：公募型】
公募型競争入札方式

簡易公募型競争入札方式
（簡易公募型に準ずる方式含む）

【総合評価：公募型】
総合評価落札方式

これまでの発注方式
５００万円超～１０００万円以下 １０００万円超～２０００万円以下
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公募型及び簡易公募型の手続き流れ（参考例）
◆入札契約手続のフロー◆入札契約手続のフロー

・これまでの流れ

・総合評価落札方式【業務能力評価型】

●公示段階で技術評価
点を評価するための資
料提出を求める。

●調査基準価格（品質
確保基準価格）を下回
る価格で入札した者に
対し、追加資料提出の
を要請を行う。

※低入札であっても、低入
価格調査を経た上で、契約
を行う。

●追加資料を元に履行
確実性の確認を行い、
総合評価における技術
評価点を決定する。

※追加資料の未提出者は、
入札無効となる。

１０００万円を超える業務の場合

１０００万円を超える業務の場合

合計 100%

工程計画 40%

技
術
評
価
点
を

算
出
す
る
た
め

の
基
準

簡
易
な

実
施
方
針

業務の実施方針 60%

項目 500万円超

総合評価落札方式
【業務能力評価型】

発注方式

◆試行（案）

【評価項目（割合）】(案）
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技術評価の考え方【業務能力評価型】

◆（簡易）公募型総合評価落札方式【業務能力評価型】 （上段：従来方式、下段：新方式）◆（簡易）公募型総合評価落札方式【業務能力評価型】 （上段：従来方式、下段：新方式）

◆通常指名型総合評価落札方式【業務能力評価型】 （上段：従来方式、下段：新方式）◆通常指名型総合評価落札方式【業務能力評価型】 （上段：従来方式、下段：新方式）

発注方式 指名段階の技術評価

入札段階の技術評価

企業の資格
実績等

企業の
成績・表彰

技術者の
資格実績等 価格競争にて落札者を決定

価格点

10社以上を指名35%

（簡易な）実施方針

簡易公募型競争
入札方式の評価項目

総合評価落札方式
【業務能力評価型】

企業の資格
実績等

企業の
成績・表彰

技術者の
資格実績等

技術者の
成績・表彰

技術者の
成績・表彰

15% 25% 15%

発注方式 選定・指名段階の技術評価

入札段階の技術評価

（簡易な）実施方針価格点指名段階において、資格、実績、成績を考慮

通常指名
競争入札方式 指名段階において、資格、実績、成績を考慮 価格競争にて落札者を決定

10社以上を指名

通常指名型総合評価
落札方式

【業務能力評価型】

◆【業務能力評価型】の技術評価点の算出方法
①簡易な実施方針を評価
②技術提案の履行確実性（5段階評価)



福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 京都市 大阪市 堺市 神戸市

５億円以上の工事で導入 ・ＷＴＯ案件を対象 今後検討 今後検討 ・ＷＴＯ対象工事で導入
予定価格７億円以上の建設工
事に適用（平成２２年４月１日

～）

・WTO対象工事で導入(H23.1
～)

４億円以上の工事で試
行中

検討中 ・今後検討 導入の予定なし

・５千万円以上、または３千万円
以上のうち技術的に工夫の余地

のある工事

・５千万円以上(舗装工
事は２千万円以上）で工
事内容に応じて価格の
みならずその他の要素
も考慮し受注者を選定
することが適切であると

判断される工事

１０００万円以上の一部
で試行

・土木一式
　3.5億円以上

・建築一式
 　6億円以上

７千万円以上の土木工
事のうち「重要構造物に
関する工事」または「施
工上の配慮が特に必要

な工事」

・予定価格5千万円以上の建設
工事

・3千万円以上の土木一式・建
築一式工事

・2千万円以上の橋梁工事（補修
工事を含む）

・1千万円以上の鋪装工事、地
すべり工事、及び「区画線（ライ
ン）・道路標示」「標識等」工事
・その他の工事であっても一部

で試行

３千万円以上

土木工事
・原則１億円以上の工事
・５千万円以上１億円未
満の工事のうち難易度

の高い工事
建築工事

・原則５千万円を超える
工事

・金額の規定なし
・総合評価落札方式ガイ
ドライン（H12.9.22建設

省）に準ずる。

・６千万円以上の工事の
うち、工事の特性（規模、
技術的な工夫の余地等）

に応じて選定

・原則1億円 以上の土木
工事に適用

・建築工事、建築設備工
事、プラント設備工事で

も試行

２億円超の工事

総合評価方式を採用す
る工事

ただし、平成25年度は
暫定措置として特別簡
易型で実施する案件は

対象から除く

１億円以上

・土木一式
　3.5億円以上

・建築一式
 　6億円以上

５億円以上の建設工事

予定価格５千万円以上の建設
工事

予定価格３千万円以上５千万
円未満の土木一式工事及び建

築一式工事

原則として１億円以上の工事
２億円を超える工事

《19.4億円以上の工事》
19.4億円以上 6千万円以上

・総合評価を適用する案
件

・予定価格５億円以上の
工事

《独自モデル》
新公契連（H25）モデルの内、直
接工事費の算定式を「直接工事

費×1.0」に変更
※H25.6.10より、新公契連(H25)
モデルの内、直接工事費の算定
式を「直接工事費×1.0」に変更

新公契連（H25）モデル 新公契連（H25）モデル
旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデ

ル適用を検討中

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデ

ル適用を検討中

《独自モデル》H25.6.1～
新公契連（H25）モデルの内、
現場管理費の算定式を「現場

管理費×0.85」に読み替え

旧公契連（H23）モデル
【H25.6.13以降】

新公契連（H25）モデルに準拠
※予定価格の7/10以上

旧公契連（H23）モデル
※今年度、新公契連

（H25）モデル改正予定

旧公契連（H21）モデル
※新公契連（H25)モデ
ルの適用は、今後検討

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデ
ルの適用は、今後検討

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデ
ルの適用は、今後検討

対象工事 ２億円超の工事

・土木一式、舗装、塗装、
造園、法面処理、交通安

全、橋梁上部、建築一式、
建築付帯（ただし、解体工

事を除く）

失格基準無し

・土木一式
　3.5億円以上

・建築一式
 　6億円以上

（ただしＷＴＯ適用案件を除
く）

５億円以上の建設工事
Ｈ２０～「失格判断基準」を導入・

公表
失格基準なし

２億円を超える工事
《19.4億円以上の工事》

19.4億円以上 6千万円以上

総合評価を適用する工
事

予定価格５億円以上の
工事

算定式

・（工事の経費項目別の一定割合に
相当する価格）

直接事費の75％、共通仮設費の
70％、現場管理費の60％又は一般

管理費の30％
・（工事の経費項目別の一定割合に

相当する価格の合計）
失格基準＝直接工事費の75％＋共
通仮設費の70％＋現場管理費の

70％＋一般管理費の30％

・直接工事費の７５％、共
通仮設費の７０％、現場管
理費の７０％、一般管理費
等の３０％のいずれかを下

回った場合「失格」

予定価格の70％又は以下
の数値の合計値のいずれ

か大きい方
直接工事費　×85％
共通仮設費　×70％
現場管理費　×70％
一般管理費等×30％

・（工事の経費項目別の一
定割合に相当する価格の

合計）
調査最低制限価格＝直接
工事費の90％＋共通仮設
費の70％＋現場管理費の
80％＋一般管理費の30％

「失格判断価格基準」は定めていな
い

-
調査基準価格の９０％を

下回る額での入札
旧公契連モデル（Ｈ２１．４）
の重点調査対象の算出式

独自モデル
（ポイント制で判定。総額
を1000ポイントとし、650ポ
イント未満の場合失格とす

る。）

（総額）
直接工事費90％＋共通仮
設費70％＋現場管理費
70％＋一般管理費30％

２億円以下の工事

総合評価を採用しない工
事（価格競争による工事
および平成25年度は暫
定措置として総合評価・
特別簡易型で実施する

工事）

１億円未満
低入札調査制度を適用

しない案件
５億円未満

低入札調査制度を適用しない
案件

1億円未満
２億円以下

《19.4億円以未満》
19.4億円未満

250万円超
6千万円未満

予定価格5億円未満（総
合評価を適用する案件

以外）

《独自モデル》
調査基準価格算定式と同じ

新公契連（H25）モデル
調査基準価格を参考に

設定

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデ

ル適用を検討中

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデ

ル適用を検討中

《独自モデル》H25.6.1～
調査基準価格算定式と同じ

（直接工事費×1.0＋共通仮設
費×0.9＋現場管理費×0.8＋

一般管理費×0.3）×1.05
【H25.6.13以降】

（直接工事費×1.0＋共通仮
設費×0.9＋現場管理費×0.8
＋一般管理費×0.55）×1.05

※予定価格の7/10以上

旧公契連（H23）モデル
※今年度、新公契連

（H25）モデル改正予定

旧公契連（H21）モデル
※新公契連（H25)モデ
ルの適用は、今後検討

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデ
ルの適用は、今後検討

旧公契連（H23）モデル
※新公契連（H25）モデ
ルの適用は、今後検討

事後 事後公表

事前公表
※総合評価方式の一部
で予定価格の事後公表

を試行

  事後公表（試行）
※電子入札システムに

より行う全ての建設工事
事後 事前公表

事後
【１億円未満事前】

事前公表
《19.4億円以上の工事

は事後公表》
事後

事前
（総合評価落札方式対象

案件は事後）
事前・事後併用

事後 非公表 事後公表 事後公表 事後 事前公表 事後 事後公表 事後 事後 事後公表

事後 非公表 事後公表 事後公表 事後 事前公表 事後
事後公表

《１億円未満の工事は事
前公表》

事後 事後 事後公表

※太字斜線斜め字 は、平成２５年４月時点で見直された部分（ただし、算定式は、平成２５年５月末時点）

調査基準価格

■　入札契約制度調査結果資料（平成25年4月現在）

(別紙１）

最低制限価格

予定価格

公表
（事前or事後）

対象工事

算定式

低
入
札
対
策

調査基準価格算定式

　○総合評価方式・低入札対策対象工事一覧表（府県政令市）

最
低
制
限
価
格

府県市町各機関名

総合評価方式 対象工事

低
入
札
調
査

対象工事

入札ボンド実施状況（今後の導入見通し）

失格基準の
設定状況
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市町村向け 

総合評価実施 参考事例（案） 

 

この参考事例は、市町村での総合評価方式を促進するにあたって発注関係事

務を簡易に実施することができる、「特別簡易型」「事後審査型」について、近

畿地区での事例を掲載しています。 

総合評価方式の導入意義や具体的手順、低入札価格調査及び価格による失格

基準の取り扱い等は、「地方公共団体向け 総合評価実施マニュアル（平成２０

年３月国土交通省）」をご覧下さい。 

 

 

市町村において活用される総合評価方式のタイプ 

 

・市町村が発注することの多い技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な

工事に活用される総合評価方式のタイプとして「施工能力評価型（Ⅰ型）」及び

「施工能力評価型（Ⅱ型）」があります。また、参考までに、その他の類型につ

いても紹介します。 

※ 従来の「簡易型」が「施工能力評価型（Ⅰ型）」に、また「特別簡易型」

が「施工能力評価型（Ⅱ型）」に相当します。 

※ 国土交通省では平成２５年度から２極化に伴い、総合評価方式のタイプ

（名称）を変更します。 

 

①施工能力評価型（Ⅰ型） 《従来の「簡易型」です》 

 技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事において、「工事施工上の留意点」

「留意点に対する検討事項及びその理由」「工程表の作成」を求めた施工計画の

ほか、同種・類似工事の施工実績や工事成績などの評価項目と入札価格を総合

的に評価する方式です。 

 

②施工能力評価型（Ⅱ型） 《従来の「特別簡易型」です》 

 技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事において、施工計画の評

価を要件とせず、同種工事の施工実績や工事成績など、定量化された評価項目

と入札価格を総合的に評価する方式です。 

施工能力評価型（Ⅱ型）総合評価方式では、施工実績や工事成績など、適切

な評価を経て定量化された評価項目を可能な限り設定し、入札参加者の施工能

力をより簡易に評価することにより、発注者にとって過重な事務負担を軽減し

つつ、価格以外の要素を適切に盛り込むことを目的としています。 

別紙２ 
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 施工上の特定の課題等に関して、施工上の工夫等に係る提案を求めて総合的

なコストの縮減や品質の向上等を図る場合や高度な施工技術等に係る提案、さ

らに施工方法に加え、工事目的物そのものに係る提案を求める工事に活用され

る総合評価方式を参考に紹介します。 

 

【参考】その他の総合評価方式の類型  

③技術提案評価型（Ｓ型） 《従来の「標準型」です》 

技術的な工夫の余地が大きく、施工上の工夫等一般的な技術提案を求めるこ

とが適切な工事に適用される方式です。 

例えば、環境の維持や交通の確保、特別な安全対策等が評価項目として挙げ

られます。 

 

④技術提案評価型（Ａ型） 《従来の「高度技術提案型」です》 

技術的な工夫の余地が大きい、高度な技術提案を要する工事に適用される方

式です。 

例えば、ライフサイクルコスト、工事目的物の強度、耐久性、供用性（維持

管理の容易性）等、環境の維持、景観等が評価項目として挙げられます。 

 

 

 

 

 施工能力評価型（Ⅰ型） 

<従来の簡易型> 

施工能力評価型（Ⅱ型） 

<従来の特別簡易型> 

対象工事 技術的な工夫の余地が小さ

い一般的な工事 

技術的な工夫の余地が小さ

い一般的で小規模な工事 

「工事施工上の留

意点」「留意点に対

する検討事項及び

その理由」「工程表

の作成」を求めた施

工計画の評価 

 

 

有 

 

 

無 

施工実績、工事成績

等の評価 

有 有 
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※個別工事に際しての技術審査：企業の施工能力の確認を行う。
※技術提案の審査・評価：技術提案の実現性等を確認（審査）した上で、技術提案の点数付け（評価）を行う。
※施工計画の審査：現場条件を踏まえて配慮すべき事項の記述の適切性を二段階で審査し、原則、記述が適切であれば「可」とし、不適切あるいは未記載であれば「不可」として

工事の確実な施工に資するか否かを審査する。
※総合評価：企業・技術者の能力等及び技術提案の評価結果に基づき、価格と総合的に評価を行う。

受注･竣工

工事成績評定

技術的な工夫の余地が小さい

総合評価（技術提案評価型）

価格競争

工事施工実績

工事成績

工事発注における
審査・評価に反映

技術的な工夫の余地が大きい

施工上の工夫等の
技術提案を求める

構造上の工夫や特殊な
施工方法等を含む高度な

技術提案を求める

（災害復旧工事等で、緊急的に

発注しなければならない工事や
特に小規模な工事） 一般的な工事

総合評価（施工能力評価型）

技
術
的
能
力
の
審
査

技
術
提
案
・施
工
計
画
の
審
査
・評
価

有資格業者名簿登録

施工能力を審査

・企業及び配置予定技術者の

同種工事の施工実績・成績 等

施工能力に加え、技術提案を審査・評価
・施工上の提案

（安全対策、環境への影響、工期の縮減 等）

・構造物の品質の向上を図る提案
（強度、耐久性、景観、ライフサイクルコスト 等）

技術提案の改善

個別工事に際しての技術審査
・企業及び配置予定技術者の同種工事の施工実績

・施工計画あるいは技術提案の適切性

工事の施工実
績や工事成績
の保存・活用

予定価格の作成

Ｓ型
Ａ型

Ⅰ型Ⅱ型
ＡⅢ型 ＡⅡ型 ＡⅠ型

市町村向け 

総合評価 
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施工能力評価型（Ⅱ型）（特別簡易型）の評価項目及び評価基準の設定例 

 

 

事例① 福井県○○市 

 技術的な工夫の余地が少ない一般的な小規模工事において、企業の同種工事

の経験、工事成績、配置予定技術者の同種工事の経験、地域貢献等と入札価格

を総合的に評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○評価値＝｛標準点（１００点）＋加算点｝／入札価格 
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事例② 兵庫県○○市 

技術的な工夫の余地が少ない一般的な小規模工事において、事故の有無、総

合評価での履行義務違反の有無、工事成績、配置予定技術者の同種工事の経験、

地元下請の活用等と入札価格を総合的に評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○評価値＝｛標準点（１００点）＋加算点｝／入札価格×１０⁷ 

                    （小数点第４位切り捨て） 
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事例③ 兵庫県○○市 

技術的な工夫の余地が少ない一般的な小規模工事において、配置予定技術者

の同種工事の経験、雇用対策等と入札価格を総合的に評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○評価値＝｛標準点（１００点）＋加算点｝／入札価格×１０⁷ 

     加算点＝（１０÷評価項目の満点）×評価点の合計 
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【事例④参考】近畿地方整備局での「施工能力評価型」の評価項目と評価項目

別配点 

 
 「簡易型」から「施工能力評価型」への変更に伴い、企業の施工能力等及び

配置予定技術者の能力等における評価内容を見直しました。 

○ 評価項目毎の積み上げ点数の合計値が配点割合における最大値となるよう、

配点を設定（例：企業の施工能力 ＭＡＸ２０点＜簡易型＞ → ２０点） 

○ 企業の工事成績において、工事実績の有無により評価が大きく左右されてい

ることから、評価期間を過去２年間から過去４年間に拡大 

○ 表彰企業がある企業への受注集中を緩和することを念頭した配点 

○ 同種性の高い工事実績は、過去の施工実績として、当該工事と同規模以上又

は同等の施工条件での実績等を評価 

○ 配置予定技術者の工事成績の評価期間は過去８年間を対象に評価 

○ ボランティア活動については評価対象外とした 

同種性の高い施工実績

過去４ヶ年の同工種の工事成績平均点

工事表彰

新技術の活用

情報化施工の活用（一般化技術）

情報化施工の活用（実用化検討技術）

技能者等の配置

ＩＳ０認定

Ａｓ舗装施工体制（Ａｓ工事の場合）

地域内工事の実績

災害協定の締結

建設業ＢＣＰの認定

災害活動に対する表彰

同種工事の経験における監理技術者等の施工経験

同種性の高い施工経験

過去８ヶ年の同種工事の工事成績

技術者表彰

継続学習ＣＰＤ

舗装施工管理技術資格（Ａｓ工事の場合）

２点

評価項目 配点 加算点分類

２点

２０点

企
業
の
施
工
能
力
等

３点

２点

１点

－

１点

４点

１点

（２点）

２点

１点

１点

４点

２０点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力
等

４点

６点

４点

２点

（２点）
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・市町村によっては、公共工事発注のための体制が十分整備されていない実態

もあり、特別簡易型等において事後審査型を活用することで発注者の事務負担

を軽減することができます。合わせて入札参加者の事務負担にもつながる場合

もあります。 

あらかじめ入札参加者から自己申告された評価点と入札価格で評価値を算出

し、評価値１位となった落札候補者のみ申請された内容の確認を行い、適正で

あれば落札者決定となります。 

 

事例① ○○県 

入札書提出時に自己評価申告書と技術資料を同時に提出する場合 

 （発注者の事務負担を軽減することができます） 

 

【入札公告】

 

【入札書・技術資料・自己評価申告書の提出】

 

【開札（落札決定の保留）】 

自己申告された評価点と入札価格で評価値を算出し、 

評価値１位の者を落札候補者として決定 

 

【事後審査】 

あらかじめ提出された落札候補者の技術資料を確認 

 

【落札者決定】 

技術資料の内容が適正であれば評価値１位の者 

 

※ 技術資料の内容が適正でなかった場合は、評価値２位の者を落札候

補者として事後審査します。 

入札参加資格を有する者が確認できるまで繰り返します。 

※ 技術資料の内容が適正でなかった場合、改めて次順位の技術資料を 

確認するため、落札者決定に時間を要する場合があります。  

 

事後審査型の活用事例 

申請書受付１０日 

見積期間 ５日 

入札期間 ２日 

１日 

総合評価委員会によ

り、落札候補者の評価

点確定後、落札決定 

※土日祝祭日は除く 

5千万未満の場合 
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※自己申告点は、入札説明書に定められた評価項目、評価点に従い記入します。 
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【参考に入札説明書に記載の評価基準を示しますが、説明文は省略しています】 
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事例② ○○県 

入札書提出時に自己評価申告書のみを提出する場合 

 （発注者及び入札参加者の事務負担を軽減することができます） 

 

【入札公告】

 

【入札書・自己評価申告書のみ提出】 

 

【開札（落札決定の保留）】 

自己申告された評価点と入札価格で評価値を算出し、 

評価値１位の者を落札候補者として決定 

 

落札候補者から技術資料の提出 

 

【事後審査】 

提出された落札候補者の技術資料を確認 

 

【落札者決定】 

技術資料の内容が適正であれば評価値１位の者 

 

※ 技術資料の内容が適正でなかった場合は、評価値２位の者を落札候

補者として事後審査します。 

入札参加資格を有する者が確認できるまで繰り返します。 

※ 技術資料の内容が適正でなかった場合、改めて次順位の技術資料を 

確認するため、落札者決定に時間を要する場合があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5千万未満の場合 

見積期間 １０日 

入札期間 ２日 

技術資料提出２日 

５日 

総合評価委員会によ

り、落札候補者の評価

点確定後、落札決定 

※土日祝祭日は除く 
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（
土
木
一
式
工
事
）

工
事
名

○
○
○
工
事

工
事
場
所

○
○
○
川
　
○
○
市
○
○

配
点

最
大

※
1

1
.5

有
0
.5

有
0
.5

8
0
点
以
上

3
.5

○
○
市

2
.5

有
0
.5

有
0
.5

有
1
.0

有
0
.5

有
0
.5

1
2
.0

※
1

1
.5

一
級
土
木

1
.0

有
0
.5

推
奨
ユ
ニ
ッ
ト
数

以
上

1
.0

3
.0

1
5
.0

※
2

1
.0

7
0
～
7
9
点

（
工
事
成
績
評
定
点
の

平
均
点
-
7
0
）
×

0
.3
+
0
.5

～
○
○

土
木
管
内

1
.0

※
2

1
.0

推
奨
ユ
ニ
ッ
ト
数

の
半
分
以
上

0
.5

～

最
小

そ
の
他

0
.0

無
0
.0

無
0
.0

7
0
点
未
満

0
.0

そ
の
他

0
.0

無
0
.0

無
0
.0

無
0
.0

無
0
.0

無
0
.0

そ
の
他

0
.0

そ
の
他

0
.0

無
0
.0

そ
の
他

0
.0

0
.0

0
.0

記
載
例

（
株
）
○
○
○

※
2

1
.0

無
0
.0

有
0
.5

6
.0

7
5
.0

2
.0

○
○
市

2
.5

無
0
.0

有
1
.0

有
0
.5

有
0
.5

8
.0

※
2

1
.0

一
級
土
木

1
.0

無
0
.0

2
.0

1
0
.0

自
己
評
価
点

（
株
）
○
○
○

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

注
意

・
実
績
評
価
型
(簡
易
型
）
の
案
件
に
お
い
て
、
入
札
公
告
に
従
い
、
入
札
書
と
同
時
に
提
出
す
る
。

・
入
札
公
告
に
添
付
さ
れ
た
評
価
基
準
表
に
従
い
、
様
式
第
9
号
～
第
1
1
号
の
２
を
作
成
し
た
後
に
、
記
入
す
る
こ
と
。

・
評
価
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
項
目
に
つ
い
て
は
空
欄
と
す
る
こ
と
。

・
様
式
の
改
変
は
行
わ
ず
、
黄
色
着
色
の
箇
所
の
み
記
入
し
、
入
札
公
告
に
添
付
さ
れ
た
エ
ク
セ
ル
の
ま
ま
提
出
す
る
こ
と
。
な
お
、
フ
ァ
イ
ル
名
に
は
企
業
名
称
を
含
め
る
こ
と
。

・
入
札
書
の
提
出
に
際
し
、
エ
ク
セ
ル
以
外
の
フ
ァ
イ
ル
形
式
と
な
る
書
類
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
○
○
県
電
子
入
札
運
用
基
準
第
8
条
に
基
づ
き
、
Ｌ
Ｚ
Ｈ
形
式
ま
た
は
Ｚ
ｌＰ
形
式
に
よ
り
圧
縮
す
る
こ
と
。

・
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
提
出
依
頼
を
受
け
た
者
の
み
が
、
入
札
参
加
資
格
確
認
資
料
と
併
せ
て
、
書
類
目
録
(添
付
資
料
を
郵
送
ま
た
は
持
参
す
る
場
合
）
、
様
式
第
9
号
～
1
1
号
の
２
お
よ
び
添
付
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
。

・
様
式
第
4
号
の
2
と
様
式
第
9
号
～
1
1
号
の
２
の
記
載
内
容
に
不
整
合
が
な
い
よ
う
、
十
分
に
注
意
し
て
作
成
す
る
こ
と
。
不
整
合
が
あ
っ
た
項
目
は
、
加
点
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

※
１

※
２

小
計

技
術
評
価
点

合
計

ユ
ニ
ッ
ト
数

加
算
点

様
式
第
1
1
号

加
算
点

小
計

有
無

加
算
点

有
無

配
置
予
定
技
術
者

継
続
学
習

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

様
式
第
９
号

企
業
の
地
域
性
・
社
会
性

社
会
貢
献
度

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

加
点
申
請
の
有
無

広
域
防
災
へ
の
取
組

災
害
協
定
の
締
結

有
無

加
算
点

加
算
点

企
業
の
技
術
力

主
た
る

営
業
所

加
算
点

平
均

（
少
数
第
一
位
切
捨
）

工
事
成
績

件
数

加
算
点

様
式
第
９
・
１
０
号

優
良
工
事

企
業
名

加
点
申
請
の
有
無

優
良
工
事

施
工
経
験
の
有
無

保
有
資
格

県
産
品
の
活
用

県
内
企
業
の
活
用

地
域
貢
献
度

様
式
第
９
号

ＩＳ
Ｏ
認
証
有
無

施
工
実
績
（
経
験
）の

あ
る
同
種
工
事
の
施
工
規
模
が
、
当
該
発
注
規
模
以
上
で
あ
っ
た
も
の

施
工
実
績
（
経
験
）の

あ
る
同
種
工
事
の
施
工
規
模
が
、
当
該
発
注
規
模
の
8
0
%
以
上
1
0
0
%
未
満
で
あ
っ
た
も
の ○
○
県
　
技
術
資
料
自
己
評
価
申
請
書
　
（
例
）

地
域
精
通
度

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

施
工
実
績
の
有
無

有
無
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※自己申告点は、入札説明書に定められた評価項目、評価点に従い記入します。 

 

【自己評価申請書に記入する際の評価基準表】 
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